
 

令和元年９月亀山市議会定例会 提出議案 

条 例 新 旧 対 照 表 
                                                    

                                    頁 

議案第６１号 亀山市手数料条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

議案第６２号 亀山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・・・１０ 

議案第６３号 亀山市立幼稚園利用者負担額の徴収に関する条例の一部を改正する条例・・・・１１ 

議案第６４号 亀山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め   

る条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

議案第６５号 亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例及び亀山市認定こども園条   

例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３ 

議案第６６号 亀山市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・５７ 

議案第６７号 亀山市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・・・５９ 

議案第６８号 亀山市水道事業給水条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・６３ 



 

議案第６９号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整   

備に関する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６４ 

議案第７０号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整   

備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例・・・・・・・・・・７３ 
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亀山市手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（手数料の免除） （手数料の免除） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 前項の規定は、多機能端末機（市の電子計算組織と電気通信回線で

接続された端末機であって、利用者が必要な操作を行うことにより証

明書等の交付を申請し、その交付を受けることができる機能を有する

ものをいう。以下同じ。）による交付には、適用しない。 

 

（手数料の減免） （手数料の減免） 

第６条 市長は、前条第１項に規定するもののほか、次に掲げるときは、

手数料を減額し、又は免除することができる。 

第６条 市長は、前条      に規定するもののほか、次に掲げるときは、

手数料を減額し、又は免除することができる。 

（１）～（３）（略） （１）～（３）（略） 

別表第１（第２条、第５条関係） 別表第１（第２条、第５条関係） 

証明等関係手数料 証明等関係手数料 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 金額 

（略） （略） （略） 

２０ 住民基本台帳法第

１２条第１項、第１２

条の３第１項若しくは

第２項若しくは第１２ 

住民票又は戸籍の

附票の写しの交付

手数料 

３００円（多機能端末機

による交付にあっては、

２００円） 

 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 金額 

（略） （略） （略） 

２０ 住民基本台帳法第

１２条第１項、第１２

条の３第１項若しくは

第２項若しくは第１２ 

住民票又は戸籍の

附票の写しの交付

手数料 

３００円 
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条の４第１項の規定に

基づく住民票の写し又

は同法第２０条第１項、

第３項若しくは第４項

の規定に基づく戸籍の

附票の写しの交付 

  

（略） （略） （略） 

２３ 亀山市印鑑の登録

及び証明に関する条例

第１１条の規定に基づ

く印鑑登録証明書の交

付 

印鑑登録証明書の

交付手数料 

３００円（多機能端末機

による交付にあっては、

２００円） 

（略） （略） （略） 

３０ 租税公課に関する

証明書の交付 

租税公課に関する

証明書交付手数料 

３００円（多機能端末機

による交付にあっては、

２００円） 

（略） （略） （略） 
 

条の４第１項の規定に

基づく住民票の写し又

は同法第２０条第１項、

第３項若しくは第４項

の規定に基づく戸籍の

附票の写しの交付 

  

（略） （略） （略） 

２３ 亀山市印鑑の登録

及び証明に関する条例

第１１条の規定に基づ

く印鑑登録証明書の交

付 

印鑑登録証明書の

交付手数料 

３００円 

（略） （略） （略） 

３０ 租税公課に関する

証明書の交付 

租税公課に関する

証明書交付手数料 

 

３００円 

（略） （略） （略） 
 

備考 (略) 備考 (略) 

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

危険物関係手数料 危険物関係手数料 

手数料を徴収する事務 金額（１件につき） 

（略） （略） 

手数料を徴収する事務 金額（１件につき） 

（略） （略） 
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３ 消防法第１１条第１項前

段の規定に基づく貯蔵所の

設置の許可の申請に対する

審査 

ア～エ （略） 

オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所

及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

の設置の許可の申請に係る審査 次

に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク

貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク

貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

（ア）及び（イ）（略） 

（ウ）危険物の貯蔵最大数量が１万キロ

リットル以上５万キロリットル未

満の浮き屋根式特定屋外タンク貯

蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク

貯蔵所 １，５９０，０００円 

（エ）危険物の貯蔵最大数量が５万キロ

リットル以上１０万キロリットル

未満の浮き屋根式特定屋外タンク

貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タン

ク貯蔵所 １，９５０，０００円 

（オ）危険物の貯蔵最大数量が１０万キ

ロリットル以上２０万キロリット

ル未満の浮き屋根式特定屋外タン

ク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タ 

３ 消防法第１１条第１項前

段の規定に基づく貯蔵所の

設置の許可の申請に対する

審査 

ア～エ （略） 

オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所

及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

の設置の許可の申請に係る審査 次

に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク

貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク

貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

（ア）及び（イ）（略） 

（ウ）危険物の貯蔵最大数量が１万キロ

リットル以上５万キロリットル未

満の浮き屋根式特定屋外タンク貯

蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク

貯蔵所 １，５８０，０００円 

（エ）危険物の貯蔵最大数量が５万キロ

リットル以上１０万キロリットル

未満の浮き屋根式特定屋外タンク

貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タン

ク貯蔵所 １，９４０，０００円 

（オ）危険物の貯蔵最大数量が１０万キ

ロリットル以上２０万キロリット

ル未満の浮き屋根式特定屋外タン

ク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タ 
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 ンク貯蔵所 ２，２７０，０００円 

（カ）～（ク）（略） 

カ～シ （略） 

（略） （略） 
 

 ンク貯蔵所 ２，２６０，０００円 

（カ）～（ク）（略） 

カ～シ （略） 

（略） （略） 
 

別表第６（第２条関係） 別表第６（第２条関係） 

１ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料 １ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 金額 

１ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律（平成２７

年法律第５３号）第

２９条第１項の規定

に基づく建築物エネ

ルギー消費性能向上

計画の認定の申請に

対する審査 

建築物エネルギ

ー消費性能向上

計画認定申請手

数料 

２の表に定める１棟当たり 

の金額を合算して得た金額。 

ただし、建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関する

法律第３０条第２項の規定

による申出がある場合は、

別表第３の１の表１の項に

定める金額を加算する。 

２ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第３１条

第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー

消費性能向上計画の 

建築物エネルギ

ー消費性能向上

計画変更認定申

請手数料 

３の表に定める１棟当たり

の金額（新たに加える建築

物については、２の表に定

める１棟当たりの金額）を

合算して得た金額。ただし、

建築物のエネルギー消費性 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 金額 

１ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律（平成２７

年法律第５３号）第

２９条第１項の規定

に基づく建築物エネ

ルギー消費性能向上

計画の認定の申請に

対する審査 

建築物エネルギ

ー消費性能向上

計画認定申請手

数料 

２の表に定める      

          金額。 

ただし、建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関する

法律第３０条第２項の規定

による申出がある場合は、

別表第３の１の表１の項に

定める金額を加算する。 

２ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第３１条 

第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー

消費性能向上計画の 

建築物エネルギ

ー消費性能向上

計画変更認定申

請手数料 

３の表に定める     

            

            

            

      金額。ただし、

建築物のエネルギー消費性 
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変更の認定の申請に

対する審査 

 能の向上に関する法律第３１

条第２項において準用する

同法第３０条第２項の規定

による申出がある場合は、

別表第３の１の表１の項に

定める金額を加算する。 

（略） （略） （略） 
 

変更の認定の申請に

対する審査 

 能の向上に関する法律第３１

条第２項において準用する

同法第３０条第２項の規定

による申出がある場合は、

別表第３の１の表１の項に

定める金額を加算する。 

（略） （略） （略） 
 

２ 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 ２ 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 

（１）住宅の場合 （１）住宅の場合 

区分 １棟当たりの手数料の金額 

（略） 

（略） （略） （略） 

共

同

住

宅

等 

住戸

部分 

   申請戸数が

１戸のもの 

５，０００円 ３６，８００円 

   申請戸数が

１戸を超え５戸以

下のもの 

１０，１００円 ７４，５００円 

   申請戸数が

５戸を超え１０戸以

下のもの 

１７，３００円 １０４，８００円 

   申請戸数が

１０戸を超え２５ 

２８，９００円 １４７，５００円 

区分 １件当たりの手数料の金額 

（略） 

（略） （略） （略） 

共

同

住

宅

等 

住戸

部分 

１棟の申請戸数が

１戸のもの 

５，０００円 ３６，８００円 

１棟の申請戸数が

１戸を超え５戸以

下のもの 

１０，１００円 ７４，５００円 

１棟の申請戸数が

５戸を超え１０戸以

下のもの 

１７，３００円 １０４，８００円 

１棟の申請戸数が

１０戸を超え２５ 

２８，９００円 １４７，５００円 
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戸以下のもの   

   申請戸数が

２５戸を超え５０

戸以下のもの 

４８，４００円 ２１１，９００円 

   申請戸数が

５０戸を超え１０

０戸以下のもの 

８６，８００円 ３０３，８００円 

   申請戸数が

１００戸を超え２

００戸以下のもの 

１３７，４００円 ４１１，５００円 

   申請戸数が

２００戸を超え３

００戸以下のもの 

１７３，６００円 ５３９，６００円 

   申請戸数が

３００戸を超える

もの 

１８５，１００円 ６３３，６００円 

（略） （略） （略） （略） 

備考 （略） 
 

戸以下のもの   

１棟の申請戸数が

２５戸を超え５０

戸以下のもの 

４８，４００円 ２１１，９００円 

１棟の申請戸数が

５０戸を超え１０

０戸以下のもの 

８６，８００円 ３０３，８００円 

１棟の申請戸数が

１００戸を超え２

００戸以下のもの 

１３７，４００円 ４１１，５００円 

１棟の申請戸数が

２００戸を超え３

００戸以下のもの 

１７３，６００円 ５３９，６００円 

１棟の申請戸数が

３００戸を超える

もの 

１８５，１００円 ６３３，６００円 

（略） （略） （略） （略） 

備考 （略） 
 

（２）非住宅建築物の場合 （２）非住宅建築物の場合 

区分 １棟当たりの手数料の金額 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

区分 １件当たりの手数料の金額 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 
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備考 （略） 
 

備考 （略） 
 

（３）複合建築物の場合 （３）複合建築物の場合 

区分 １棟当たりの手数料の金額 

（略） （略） 

備考 （略） 
 

区分 １件当たりの手数料の金額 

（略） （略） 

備考 （略） 
 

３ 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 ３ 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 

（１）住宅の場合 （１）住宅の場合 

区分 １棟当たりの手数料の金額 

（略） 

（略） （略） （略） 

共

同

住

宅

等 

住戸

部分 

   申請戸数が

１戸のもの 

３，０００円 １８，９００円 

   申請戸数が

１戸を超え５戸以

下のもの 

６，０００円 ３８，２００円 

   申請戸数が

５戸を超え１０戸以

下のもの 

１０，４００円 ５４，１００円 

   申請戸数が

１０戸を超え２５

戸以下のもの 

１７，３００円 ７６，６００円 

   申請戸数が ２９，０００円 １１０，８００円 

区分 １件当たりの手数料の金額 

（略） 

（略） （略） （略） 

共

同

住

宅

等 

住戸

部分 

１棟の申請戸数が

１戸のもの 

３，０００円 １８，９００円 

１棟の申請戸数が

１戸を超え５戸以

下のもの 

６，０００円 ３８，２００円 

１棟の申請戸数が

５戸を超え１０戸以

下のもの 

１０，４００円 ５４，１００円 

１棟の申請戸数が

１０戸を超え２５

戸以下のもの 

１７，３００円 ７６，６００円 

１棟の申請戸数が ２９，０００円 １１０，８００円 
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２５戸を超え５０

戸以下のもの 

  

   申請戸数が

５０戸を超え１０

０戸以下のもの 

５２，０００円 １６０，５００円 

   申請戸数が

１００戸を超え２

００戸以下のもの 

８２，４００円 ２１９，５００円 

   申請戸数が

２００戸を超え３

００戸以下のもの 

１０４，１００円 ２８７，１００円 

   申請戸数が

３００戸を超える

もの 

１１１，１００円 ３３５，３００円 

（略） （略） （略） （略） 

備考 （略） 
 

２５戸を超え５０

戸以下のもの 

  

１棟の申請戸数が

５０戸を超え１０

０戸以下のもの 

５２，０００円 １６０，５００円 

１棟の申請戸数が

１００戸を超え２

００戸以下のもの 

８２，４００円 ２１９，５００円 

１棟の申請戸数が

２００戸を超え３

００戸以下のもの 

１０４，１００円 ２８７，１００円 

１棟の申請戸数が

３００戸を超える

もの 

１１１，１００円 ３３５，３００円 

（略） （略） （略） （略） 

備考 （略） 
 

（２）非住宅建築物の場合 （２）非住宅建築物の場合 

区分 １棟当たりの手数料の金額 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

備考 （略） 
 

区分 １件当たりの手数料の金額 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

備考 （略） 
 

（３）複合建築物の場合 （３）複合建築物の場合 
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区分 １棟当たりの手数料の金額 

（略） （略） 

備考 （略） 
 

区分 １件当たりの手数料の金額 

（略） （略） 

備考 （略） 
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亀山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（償還等） （償還等） 

第１５条 （略） 第１５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金につい

ては、法第１３条、第１４条第１項及び第１６条並びに令第８条、第

９条及び第１２条の規定によるものとする。 

３ 償還免除、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法

第１３条第１項及び令第８条から第１１条までの規定によるものとす

る。 
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亀山市立幼稚園利用者負担額の徴収に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において「利用者負担額」とは、子ども・子育て支援

法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第２７条第３項

第２号並びに第２８条第２項第１号及び第３号に規定する教育・保育

給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市

町村が定める額をいう。 

第２条 この条例において「利用者負担額」とは、子ども・子育て支援

法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第２７条第３項

第２号並びに第２８条第２項第１号及び第３号に規定する支給認定保

護者     の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市

町村が定める額をいう。 

２ （略） ２ （略） 

（利用者負担額） （利用者負担額） 

第３条 市立幼稚園の利用者負担額は、法第２７条第３項第２号並びに

第２８条第２項第１号及び第３号に掲げる政令で定める額を限度とし

て                              

 教育委員会規則で定める額とする。 

第３条 市立幼稚園の利用者負担額は月額６，０００円       

                          を限度とし

て、支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案し

て教育委員会規則で定める額とする。 

（利用者負担額の徴収） （利用者負担額の徴収） 

第４条 市長は、法第２０条第１項の規定により本市の教育・保育給付

認定を受けた小学校就学前子どもであって市立幼稚園において教育を

受けた者の教育・保育給付認定保護者から前条に規定する利用者負担

額を徴収する。 

第４条 市長は、法第２０条第１項の規定により本市の支給認定   

  を受けた小学校就学前子どもであって市立幼稚園において教育を

受けた者の支給認定保護者     から前条に規定する利用者負担

額を徴収する。 

２ 市長は、法第２０条第１項の規定により本市以外の市町村（特別区

を含む。以下この項において同じ。）の教育・保育給付認定を受けた

２ 市長は、法第２０条第１項の規定により本市以外の市町村（特別区

を含む。以下この項において同じ。）の支給認定     を受けた
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小学校就学前子どもであって市立幼稚園において教育を受けた者の教

育・保育給付認定保護者から当該教育・保育給付認定を行った市町村

の定める利用者負担額を徴収する。 

小学校就学前子どもであって市立幼稚園において教育を受けた者の支

給認定保護者     から当該支給認定     を行った市町村

の定める利用者負担額を徴収する。 

３及び４ （略）  ３及び４ （略） 
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亀山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

亀山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子

ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例 

亀山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例 

目次 目次 

第１章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の運営に関す

る基準 

第１節 総則（第１条―第３条） 

第２節 特定教育・保育施設の運営に関する基準 

第１款 利用定員に関する基準（第４条） 

第２款 運営に関する基準（第５条―第３４条） 

第３款 特例施設型給付費に関する基準（第３５条・第３６条） 

第３節 特定地域型保育事業者の運営に関する基準 

第１款 利用定員に関する基準（第３７条） 

第２款 運営に関する基準（第３８条―第５０条） 

第３款 特例地域型保育給付費に関する基準（第５１条・第５２

条） 

第２章 特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（第５３

条―第６１条） 

附則 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 特定教育・保育施設の運営に関する基準 

第１節 利用定員に関する基準（第４条） 

第２節 運営に関する基準（第５条―第３４条） 

第３節 特例施設型給付費に関する基準（第３５条・第３６条） 

第３章 特定地域型保育事業の運営に関する基準 

第１節 利用定員に関する基準（第３７条） 

第２節 運営に関する基準（第３８条―第５０条） 

第３節 特例地域型保育給付費に関する基準（第５１条・第５２条） 

附則 

第１章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の運営に 第１章 総則 
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関する基準 

第１節 総則  

第１条 （略) 第１条 （略) 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

（１）～（８）（略） （１）～（８）（略） 

（９）教育・保育給付認定 法第２０条第４項に規定する教育・保育給

付認定をいう。 

（９）支給認定      法第２０条第４項に規定する支給認定  

   をいう。 

（１０）教育・保育給付認定保護者 法第２０条第４項に規定する教育・

保育給付認定保護者をいう。 

（１０）支給認定保護者      法第２０条第４項に規定する支給

認定保護者     をいう。 

（１１）教育・保育給付認定子ども 法第２０条第４項に規定する教育・

保育給付認定子どもをいう。 

（１１）支給認定子ども      法第２０条第４項に規定する支給

認定子ども     をいう。 

（１２）満３歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法

施行令（平成２６年政令第２１３号。以下「令」という。）第４条

第１項に規定する満３歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。 

 

（１３）特定満３歳以上保育認定子ども 令第４条第１項第２号に規定

する特定満３歳以上保育認定子どもをいう。 

 

（１４）満３歳未満保育認定子ども 令第４条第２項に規定する満３歳

未満保育認定子どもをいう。 

 

（１５）市町村民税所得割合算額 令第４条第２項第２号に規定する市  
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町村民税所得割合算額をいう。 

（１６）負担額算定基準子ども 令第１３条第２項に規定する負担額算

定基準子どもをいう。 

 

（１７）支給認定証 法第２０条第４項に規定する支給認定証をいう。 （１２）支給認定証 法第２０条第４項に規定する支給認定証をいう。 

（１８）教育・保育給付認定の有効期間 法第２１条に規定する教育・

保育給付認定の有効期間をいう。 

（１３）支給認定     の有効期間 法第２１条に規定する支給認

定     の有効期間をいう。 

（１９）～（２１）（略) （１４）～（１６）（略) 

（２２）法定代理受領 法第２７条第５項（法第２８条第４項において

準用する場合を含む。）又は法第２９条第５項（法第３０条第４項

において準用する場合を含む。）の規定により市町村（特別区を含

む。以下同じ。）が支払う特定教育・保育（特別利用保育及び特別

利用教育を含む。次条第１項及び第２項において同じ。）又は特定

地域型保育（特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。

次条第１項及び第２項において同じ。）に要した費用の額の一部を、

教育・保育給付認定保護者に代わり特定教育・保育施設又は特定地

域型保育事業者が受領することをいう。 

（１７）法定代理受領 法第２７条第５項（法第２８条第４項において

準用する場合を含む。）又は法第２９条第５項（法第３０条第４項

において準用する場合を含む。）の規定により市町村（特別区を含

む。以下同じ。）が支払う特定教育・保育（特別利用保育及び特別

利用教育を含む。次条第１項及び第２項において同じ。）又は特定

地域型保育（特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。

次条第１項及び第２項において同じ。）に要した費用の額の一部を、

支給認定保護者     に代わり特定教育・保育施設又は特定地

域型保育事業者が受領することをいう。 

（２３）～（２９）（略) （１８）～（２４）（略) 

（一般原則） （一般原則） 

第３条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者（以下「特定教

育・保育施設等」という。）は、良質かつ適切であり、かつ、子ども

の保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準

の特定教育・保育又は特定地域型保育の提供を行うことにより、全て

第３条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者（以下「特定教

育・保育施設等」という。）は、良質かつ適切な内容       

                           及び水準

の特定教育・保育又は特定地域型保育の提供を行うことにより、全て
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の子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されるこ

とを目指すものでなければならない。 

の子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されるこ

とを目指すものでなければならない。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

 第２章 特定教育・保育施設の運営に関する基準 

 第１節 利用定員に関する基準 

第２節 特定教育・保育施設の運営に関する基準  

第１款 利用定員に関する基準  

第４条 特定教育・保育施設（認定こども園及び保育所に限る。）は、

その利用定員（法第２７条第１項の確認において定めるものに限る。

以下この節において同じ。）の数を２０人以上とする。 

第４条 特定教育・保育施設（認定こども園及び保育所に限る。）は、

その利用定員（法第２７条第１項の確認において定めるものに限る。

以下この章において同じ。）の数を２０人以上とする。 

２ （略） ２ （略） 

 第２節 運営に関する基準 

第２款 運営に関する基準   

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第５条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の開始に際して

は、あらかじめ、利用の申込みを行った教育・保育給付認定保護者（以

下「利用申込者」という。）に対し、第２０条に規定する運営規程の

概要、職員の勤務体制、第１３条の規定により支払を受ける費用に関

する事項その他の利用申込者の教育・保育の選択に資すると認められ

る重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始につ

いて利用申込者の同意を得なければならない。 

第５条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の開始に際して

は、あらかじめ、利用の申込みを行った支給認定保護者     （以

下「利用申込者」という。）に対し、第２０条に規定する運営規程の

概要、職員の勤務体制、利用者負担                

   その他の利用申込者の教育・保育の選択に資すると認められる

重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始につい

て利用申込者の同意を得なければならない。 
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２～６ （略） ２～６ （略） 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第６条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定保護者から利用の

申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではなら

ない。 

第６条 特定教育・保育施設は、支給認定保護者     から利用の

申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではなら

ない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項

において同じ。）は、利用の申込みに係る法第１９条第１項第１号に

掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利

用している同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、

抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定教育・保育

施設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針等に基づく選考そ

の他公正な方法により選考しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項

において同じ。）は、利用の申込みに係る法第１９条第１項第１号に

掲げる小学校就学前子ども  及び当該特定教育・保育施設を現に利

用している同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ど

も     の総数が、当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、

抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定教育・保育

施設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針等に基づく選考そ

の他公正な方法により選考しなければならない。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項

において同じ。）は、利用の申込みに係る法第１９条第１項第２号又

は第３号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施

設を現に利用している同項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・

保育施設の同項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分

に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第２０条第４項の

規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項

において同じ。）は、利用の申込みに係る法第１９条第１項第２号又

は第３号に掲げる小学校就学前子ども  及び当該特定教育・保育施

設を現に利用している同項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する支給認定子ども     の総数が、当該特定教育・

保育施設の同項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分

に係る利用定員の総数を超える場合においては、支給認定     

       に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案
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し、保育を受ける必要性が高いと認められる教育・保育給付認定子ど

もが優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

し、保育を受ける必要性が高いと認められる支給認定子ども    

 が優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

４ 前２項に規定する場合においては、特定教育・保育施設は、これら

の項に規定する選考の方法をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に

明示した上で、当該選考を行わなければならない。 

４ 前２項に規定する場合においては、特定教育・保育施設は、これら

の項に規定する選考の方法をあらかじめ支給認定保護者     に

明示した上で、当該選考を行わなければならない。 

５ 特定教育・保育施設は、利用申込者に係る教育・保育給付認定子ど

もに対し自ら適切な教育・保育を提供することが困難である場合は、

適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適

切な措置を速やかに講じなければならない。 

５ 特定教育・保育施設は、利用申込者に係る支給認定子ども     

 に対し自ら適切な教育・保育を提供することが困難である場合は、

適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適

切な措置を速やかに講じなければならない。 

（あっせん、調整及び要請に対する協力） （あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項

において同じ。）は、法第１９条第１項第２号又は第３号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る当該特

定教育・保育施設の利用について児童福祉法第２４条第３項（同法附

則第７３条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の

規定により市町村が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなけ

ればならない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項

において同じ。）は、法第１９条第１項第２号又は第３号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する支給認定子ども     に係る当該特

定教育・保育施設の利用について児童福祉法第２４条第３項（同法 

  第７３条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

の規定により市町村が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しな

ければならない。 

（受給資格等の確認） （受給資格等の確認） 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場

合は、教育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証によって、教

育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定子どもの該当する法第

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場

合は、支給認定保護者     の提示する支給認定証によって、支

給認定     の有無、支給認定子ども     の該当する法第
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１９条第１項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給

付認定の有効期間及び保育必要量等を確かめるものとする。 

１９条第１項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、支給認定  

   の有効期間及び保育必要量等を確かめるものとする。 

（教育・保育給付認定の申請に係る援助） （支給認定     の申請に係る援助） 

第９条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定を受けていない保

護者から利用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて

速やかに教育・保育給付認定の申請が行われるよう必要な援助を行わ

なければならない。 

第９条 特定教育・保育施設は、支給認定     を受けていない保

護者から利用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて

速やかに支給認定     の申請が行われるよう必要な援助を行わ

なければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定の変更の認定の申請が

遅くとも教育・保育給付認定保護者が受けている教育・保育給付認定

の有効期間の満了日の３０日前には行われるよう必要な援助を行わな

ければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合に

は、この限りでない。 

２ 特定教育・保育施設は、支給認定     の変更の認定の申請が

遅くとも支給認定保護者     が受けている支給認定     

の有効期間の満了日の３０日前には行われるよう必要な援助を行わな

ければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合に

は、この限りでない。 

（心身の状況等の把握） （心身の状況等の把握） 

第１０条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供に当たっては、

教育・保育給付認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他

の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。 

第１０条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供に当たっては、

支給認定子ども     の心身の状況、その置かれている環境、他

の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。 

（小学校等との連携） （小学校等との連携） 

第１１条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の終了に際し

ては、教育・保育給付認定子どもについて、小学校における教育又は

他の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育と

の円滑な接続に資するよう、教育・保育給付認定子どもに係る情報の

提供その他小学校、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援

第１１条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の終了に際し

ては、支給認定子ども     について、小学校における教育又は

他の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育と

の円滑な接続に資するよう、支給認定子ども     に係る情報の

提供その他小学校、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援
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事業を行う者その他の機関との密接な連携に努めなければならない。 事業を行う者その他の機関との密接な連携に努めなければならない。 

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領） 

第１３条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育         

                               

を提供した際は、教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子

どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。）から当該特定教育・

保育に係る利用者負担額（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保

育給付認定保護者についての法第２７条第３項第２号に掲げる額  

                               

                               

                               

  をいう。）の支払を受けるものとする。 

第１３条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育（特別利用保育及び

特別利用教育を含む。以下この条、次条及び第１９条において同じ。）

を提供した際は、支給認定保護者                

                      から当該特定教育・

保育に係る利用者負担額（                   

             法第２７条第３項第２号に掲げる額（特

定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法第２８

条第２項第２号に規定する市町村が定める額とし、特別利用教育を提

供する場合にあっては同項第３号に規定する市町村が定める額とす

る。）をいう。）の支払を受けるものとする。 

２ 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、教育・保

育給付認定保護者から、当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費

用基準額（法第２７条第３項第１号に掲げる額          

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

２ 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、支給認定

保護者     から、当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費

用基準額（法第２７条第３項第１号に掲げる額（その額が現に当該特

定教育・保育に要した費用を超えるときは、当該現に特定教育・保育

に要した費用の額）をいい、当該特定教育・保育施設が特別利用保育

を提供する場合にあっては法第２８条第２項第２号に規定する内閣総

理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特別

利用保育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用保育に要し

た費用の額）を、特別利用教育を提供する場合にあっては同項第３号

に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その
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              をいう。次項において同じ。）の支払

を受けるものとする。 

額が現に当該特別利用教育に要した費用を超えるときは、当該現に特

別利用教育に要した費用の額）をいう。次項において同じ。）の支払

を受けるものとする。 

３ 特定教育・保育施設は、前２項の支払を受ける額のほか、特定教育・

保育の提供に当たって、当該特定教育・保育の質の向上を図る上で特

に必要であると認められる対価について、当該特定教育・保育に要す

る費用として見込まれるものの額と特定教育・保育費用基準額との差

額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を教育・保育給付認定

保護者から受けることができる。 

３ 特定教育・保育施設は、前２項の支払を受ける額のほか、特定教育・

保育の提供に当たって、当該特定教育・保育の質の向上を図る上で特

に必要であると認められる対価について、当該特定教育・保育に要す

る費用として見込まれるものの額と特定教育・保育費用基準額との差

額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を支給認定保護者  

   から受けることができる。 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける額のほか、特定教育・

保育において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる

費用の額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける額のほか、特定教育・

保育において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる

費用の額の支払を支給認定保護者     から受けることができる。 

（１）及び（２）（略） （１）及び（２）（略） 

（３）食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用     

                               

                               

      

ア 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定

子どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保

育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得

割合算額がそれぞれ（ア）又は（イ）に定める金額未満であるも

のに対する副食の提供 

（３）食事の提供に要する費用（法第１９条第１項第３号に掲げる小学

校就学前子どもに対する食事の提供に要する費用を除き、同項第２

号に掲げる小学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に

限る。） 
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（ア）法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども ７７，１０１円 

（イ）法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子ど

もを除く。イ（イ）において同じ。） ５７，７００円（令第

４条第２項第６号に規定する特定教育・保育給付認定保護者に

あっては、７７，１０１円） 

  イ 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定

子どものうち、負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前

子ども（小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小

学部の第１学年から第３学年までに在籍する子どもをいう。以下

イにおいて同じ。）が同一の世帯に３人以上いる場合にそれぞれ

（ア）又は（イ）に定める者に該当する者に対する副食の提供（ア

に該当するものを除く。） 

（ア）法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小

学校第３学年修了前子ども（そのうち最年長者及び２番目の年

長者である者を除く。）である者 

（イ）法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども（その

うち最年長者及び２番目の年長者である者を除く。）である者 

ウ 満３歳未満保育認定子どもに対する食事の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（４）（略） （４）（略） 
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（５）前各号に掲げるもののほか、特定教育・保育において提供される

便宜に要する費用のうち、特定教育・保育施設の利用において通常

必要とされるものに係る費用であって、教育・保育給付認定保護者

に負担させることが適当と認められるもの 

（５）前各号に掲げるもののほか、特定教育・保育において提供される

便宜に要する費用のうち、特定教育・保育施設の利用において通常

必要とされるものに係る費用であって、支給認定保護者     

に負担させることが適当と認められるもの 

５ 特定教育・保育施設は、前各項の費用の額の支払を受けた場合は、

当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った教育・保育給付認定

保護者に対し交付しなければならない。 

５ 特定教育・保育施設は、前各項の費用の額の支払を受けた場合は、

当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給認定保護者  

   に対し交付しなければならない。 

６ 特定教育・保育施設は、第３項及び第４項の規定による金銭の支払

を求める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに教育・保育

給付認定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明ら

かにするとともに、教育・保育給付認定保護者に対して説明を行い、

文書による同意を得なければならない。ただし、同項の規定による金

銭の支払に係る同意については、文書によることを要しない。 

６ 特定教育・保育施設は、第３項及び第４項の規定による金銭の支払

を求める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに支給認定保

護者     に金銭の支払を求める理由について書面によって明ら

かにするとともに、支給認定保護者     に対して説明を行い、

文書による同意を得なければならない。ただし、同項の規定による金

銭の支払に係る同意については、文書によることを要しない。 

（施設型給付費等の額に係る通知等） （施設型給付費等の額に係る通知等） 

第１４条 特定教育・保育施設は、法定代理受領により特定教育・保育

に係る施設型給付費（法第２７条第１項に規定する施設型給付費をい

う                         。以下この

項、第１９条及び第３６条第３項において同じ。）の支給を受けた場

合は、教育・保育給付認定保護者に対し、当該教育・保育給付認定保

護者に係る施設型給付費の額を通知しなければならない。 

第１４条 特定教育・保育施設は、法定代理受領により特定教育・保育

に係る施設型給付費（法第２７条第１項に規定する施設型給付費をい

い、法第２８条第１項に規定する特例施設型給付費を含む。以下この

項及び第１９条        において同じ。）の支給を受けた場

合は、支給認定保護者     に対し、当該支給認定保護者   

  に係る施設型給付費の額を通知しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、前条第２項の法定代理受領を行わない特定

教育・保育に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定

２ 特定教育・保育施設は、前条第２項の法定代理受領を行わない特定

教育・保育に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定
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教育・保育の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した

特定教育・保育を提供したことを証する書類を教育・保育給付認定保

護者に対して交付しなければならない。 

教育・保育の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した

特定教育・保育を提供したことを証する書類を支給認定保護者   

  に対して交付しなければならない。 

（特定教育・保育に関する評価等） （特定教育・保育に関する評価等） 

第１６条 （略） 第１６条 （略） 

２ 特定教育・保育施設は、定期的に当該特定教育・保育施設を利用す

る教育・保育給付認定保護者その他の特定教育・保育施設の関係者（当

該特定教育・保育施設の職員を除く。）による評価又は外部の者によ

る評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努

めなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、定期的に当該特定教育・保育施設を利用す

る支給認定保護者     その他の特定教育・保育施設の関係者（当

該特定教育・保育施設の職員を除く。）による評価又は外部の者によ

る評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努

めなければならない。 

（相談及び援助） （相談及び援助） 

第１７条 特定教育・保育施設は、常に教育・保育給付認定子どもの心

身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、教育・保育

給付認定子ども又はその保護者に対し、その相談に適切に応じるとと

もに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

第１７条 特定教育・保育施設は、常に支給認定子ども     の心

身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、支給認定子

ども     又はその保護者に対し、その相談に適切に応じるとと

もに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

（緊急時等の対応） （緊急時等の対応） 

第１８条 特定教育・保育施設の職員は、現に特定教育・保育の提供を

行っているときに教育・保育給付認定子どもに体調の急変が生じた場

合その他必要な場合は、速やかに当該教育・保育給付認定子どもの保

護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければなら

ない。 

第１８条 特定教育・保育施設の職員は、現に特定教育・保育の提供を

行っているときに支給認定子ども     に体調の急変が生じた場

合その他必要な場合は、速やかに当該支給認定子ども     の保

護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければなら

ない。 

（教育・保育給付認定保護者に関する市町村への通知） （支給認定保護者     に関する市町村への通知） 
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第１９条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を受けている教育・

保育給付認定子どもの保護者が偽りその他不正な行為によって施設型

給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を

付してその旨を当該施設型給付費の支給に係る市町村に通知しなけれ

ばならない。 

第１９条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を受けている支給認

定子ども     の保護者が偽りその他不正な行為によって施設型

給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を

付してその旨を当該施設型給付費の支給に係る市町村に通知しなけれ

ばならない。 

（運営規程） （運営規程） 

第２０条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の運営につい

ての重要事項に関する規程（第２３条において「運営規程」という。）

を定めておかなければならない。 

第２０条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の運営につい

ての重要事項に関する規程（第２３条において「運営規程」という。）

を定めておかなければならない。 

（１）～（４）（略） （１）～（４）（略） 

（５）第１３条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受け

る費用の種類、支払を求める理由及びその額 

（５）支給認定保護者から受領する利用者負担その他の       

 費用の種類、支払を求める理由及びその額 

（６）～（１１）（略） （６）～（１１）（略） 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第２１条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対し、

適切な特定教育・保育を提供することができるよう、職員の勤務の体

制を定めておかなければならない。 

第２１条 特定教育・保育施設は、支給認定子ども     に対し、

適切な特定教育・保育を提供することができるよう、職員の勤務の体

制を定めておかなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の職員によって特

定教育・保育を提供しなければならない。ただし、教育・保育給付認

定子どもに対する特定教育・保育の提供に直接影響を及ぼさない業務

については、この限りでない。 

２ 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の職員によって特

定教育・保育を提供しなければならない。ただし、支給認定子ども 

     に対する特定教育・保育の提供に直接影響を及ぼさない業

務については、この限りでない。 

３ （略） ３ （略） 
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（教育・保育給付認定子どもを平等に取り扱う原則） （支給認定子ども     を平等に取り扱う原則） 

第２４条 特定教育・保育施設においては、教育・保育給付認定子ども

の国籍、信条、社会的身分又は特定教育・保育の提供に要する費用を

負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。 

第２４条 特定教育・保育施設においては、支給認定子ども      

の国籍、信条、社会的身分又は特定教育・保育の提供に要する費用を

負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第２５条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに

対し、児童福祉法第３３条の１０各号に掲げる行為その他当該教育・

保育給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならな

い。 

第２５条 特定教育・保育施設の職員は、支給認定子ども     に

対し、児童福祉法第３３条の１０各号に掲げる行為その他当該支給認

定子ども     の心身に有害な影響を与える行為をしてはならな

い。 

（懲戒に係る権限の濫用禁止） （懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第２６条 特定教育・保育施設（幼保連携型認定こども園及び保育所に

限る。以下この条において同じ。）の長たる特定教育・保育施設の管

理者は、教育・保育給付認定子どもに対し児童福祉法第４７条第３項

の規定により懲戒に関しその教育・保育給付認定子どもの福祉のため

に必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その

権限を濫用してはならない。 

第２６条 特定教育・保育施設（幼保連携型認定こども園及び保育所に

限る。以下この条において同じ。）の長たる特定教育・保育施設の管

理者は、支給認定子ども     に対し児童福祉法第４７条第３項

の規定により懲戒に関しその支給認定子ども     の福祉のため

に必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その

権限を濫用してはならない。 

（秘密保持等） （秘密保持等） 

第２７条 特定教育・保育施設の職員及び管理者は、正当な理由がなく、

その業務上知り得た教育・保育給付認定子ども又はその家族の秘密を

漏らしてはならない。 

第２７条 特定教育・保育施設の職員及び管理者は、正当な理由がなく、

その業務上知り得た支給認定子ども     又はその家族の秘密を

漏らしてはならない。 

２ 特定教育・保育施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、そ

の業務上知り得た教育・保育給付認定子ども又はその家族の秘密を漏

２ 特定教育・保育施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、そ

の業務上知り得た支給認定子ども     又はその家族の秘密を漏
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らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 特定教育・保育施設は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域

子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、教育・保育

給付認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書によ

り当該教育・保育給付認定子どもの保護者の同意を得ておかなければ

ならない。 

３ 特定教育・保育施設は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域

子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、支給認定子

ども     に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書によ

り当該支給認定子ども     の保護者の同意を得ておかなければ

ならない。 

（情報の提供等） （情報の提供等） 

第２８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育施設を利用しようと

する小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、その希

望を踏まえて適切に特定教育・保育施設を選択することができるよう

に、当該特定教育・保育施設が提供する特定教育・保育の内容に関す

る情報の提供を行うよう努めなければならない。 

第２８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育施設を利用しようと

する小学校就学前子どもに係る支給認定保護者     が、その希

望を踏まえて適切に特定教育・保育施設を選択することができるよう

に、当該特定教育・保育施設が提供する特定教育・保育の内容に関す

る情報の提供を行うよう努めなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（苦情解決） （苦情解決） 

第３０条 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関す

る教育・保育給付認定子ども又は教育・保育給付認定保護者その他の

当該教育・保育給付認定子どもの家族（以下この条において「教育・

保育給付認定子ども等」という。）からの苦情に迅速かつ適切に対応

するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置

を講じなければならない。 

第３０条 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関す

る支給認定子ども     又は支給認定保護者     その他の

当該支給認定子ども     の家族（以下この条において「支給認

定子ども等     」という。）からの苦情に迅速かつ適切に対応

するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置

を講じなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

３ 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する教育・ ３ 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する支給
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保育給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が実施する事業に協

力するよう努めなければならない。 

認定子ども等    からの苦情に関して市町村が実施する事業に協

力するよう努めなければならない。 

４ 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関し、法第

１４条第１項の規定により市町村が行う報告若しくは帳簿書類その他

の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市町村の職員からの質問若

しくは特定教育・保育施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検

査に応じ、及び教育・保育給付認定子ども等からの苦情に関して市町

村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた

場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならな

い。 

４ 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関し、法第

１４条第１項の規定により市町村が行う報告若しくは帳簿書類その他

の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市町村の職員からの質問若

しくは特定教育・保育施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検

査に応じ、及び支給認定子ども等     からの苦情に関して市町

村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた

場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならな

い。 

５ （略） ５ （略） 

（事故発生の防止及び発生時の対応） （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３２条 （略） 第３２条 （略） 

２ 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教

育・保育の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該

教育・保育給付認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措

置を講じなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、支給認定子ども     に対する特定教

育・保育の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該

支給認定子ども     の家族等に連絡を行うとともに、必要な措

置を講じなければならない。 

３ （略） ３ （略） 

４ 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教

育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を

速やかに行わなければならない。 

４ 特定教育・保育施設は、支給認定子ども     に対する特定教

育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を

速やかに行わなければならない。 

（記録の整備） （記録の整備） 
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第３４条 （略） 第３４条 （略） 

２ 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教

育・保育の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の

日から５年間保存しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、支給認定子ども     に対する特定教

育・保育の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の

日から５年間保存しなければならない。 

（１）～（５）（略） （１）～（５）（略） 

 第３節 特例施設型給付費に関する基準 

第３款 特例施設型給付費に関する基準   

（特別利用保育の基準） （特別利用保育の基準） 

第３５条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以下この条において同

じ。）が法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用保育を提供する場合に

は、法第３４条第１項第３号に規定する基準を遵守しなければならな

い。 

第３５条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以下この条において同

じ。）が法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する支給認定子ども     に対し特別利用保育を提供する場合に

は、法第３４条第１項第３号に規定する基準を遵守しなければならな

い。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する

場合には、当該特別利用保育に係る法第１９条第１項第１号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特

定教育・保育施設を現に利用している同項第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、第４条第２

項第３号の規定により定められた法第１９条第１項第２号に掲げる小

学校就学前子どもに係る利用定員の総数を超えないものとする。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する

場合には、当該特別利用保育に係る法第１９条第１項第１号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども     及び当該特

定教育・保育施設を現に利用している同項第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する支給認定子ども     の総数が、第４条第２

項第３号の規定により定められた法第１９条第１項第２号に掲げる小

学校就学前子どもに係る利用定員の総数を超えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用保育を提供す

る場合には、特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付費には

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用保育を提供す

る場合には、特定教育・保育には特別利用保育を         



 

 

30 

特例施設型給付費（法第２８条第１項の特例施設型給付費をいう。次

条第３項において同じ。）を、それぞれ含むものとして、前款（第６

条第３項及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合に

おいて、第６条第２項中「特定教育・保育施設（認定こども園又は幼

稚園に限る。以下この項において同じ。）」とあるのは「特定教育・

保育施設（特別利用保育を提供している施設に限る。以下この項にお

いて同じ。）」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども」とあるのは「法第１９条第１項第１号又は

第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員

の総数」とあるのは「法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前

子どもの区分に係る利用定員の総数」と、第１３条第２項中「法第２７

条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第２８条第２項第２号の

内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項

第３号イ（ア）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・

保育給付認定子ども（特別利用保育を受けるものを除く。）」と、同

号イ（イ）中「除く」とあるのは「除き、特別利用保育を受ける者を

含む」とする。 

                               

                  含むものとして、本章（第６

条第３項及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合に

おいて、第６条第２項中「特定教育・保育施設（認定こども園又は幼

稚園に限る。以下この項において同じ。）」とあるのは「特定教育・

保育施設（特別利用保育を提供している施設に限る。以下この項にお

いて同じ。）」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支

給認定子ども     」とあるのは「同号又は同項第２号    

   に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども   

  」とする                         

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

      。 

（特別利用教育の基準） （特別利用教育の基準） 

第３６条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以下この条において同

じ。）が法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもに対し、特別利用教育を提供する場合

には、法第３４条第１項第２号に規定する基準を遵守しなければなら

第３６条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以下この条において同

じ。）が法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する支給認定子ども     に対し、特別利用教育を提供する場合

には、法第３４条第１項第２号に規定する基準を遵守しなければなら
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ない。 ない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する

場合には、当該特別利用教育に係る法第１９条第１項第２号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特

定教育・保育施設を現に利用している同項第１号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、第４条第２

項第２号の規定により定められた法第１９条第１項第１号に掲げる小

学校就学前子どもに係る利用定員の総数を超えないものとする。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する

場合には、当該特別利用教育に係る法第１９条第１項第２号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども     及び当該特

定教育・保育施設を現に利用している同項第１号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する支給認定子ども     の総数が、第４条第２

項第２号の規定により定められた法第１９条第１項第１号に掲げる小

学校就学前子どもに係る利用定員の総数を超えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を提供す

る場合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には

特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前款（第６条第３項

及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、

第６条第２項中「利用の申込みに係る法第１９条第１項第１号に掲げ

る小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９

条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、「同号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」

とあるのは「法第１９条第１項第１号又は第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」と、第１３条

第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第

２８条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用

の額」と、同条第４項第３号イ（ア）中「教育・保育給付認定子ども」

とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を

含む。）」と、同号イ（イ）中「を除く」となるのは「及び特別利用

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を提供す

る場合には、特定教育・保育には特別利用教育を         

              含むものとして、本章（第６条第３項

及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、

第６条第２項中「利用の申込みに係る法第１９条第１項第１号に掲げ

る小学校就学前子ども  」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９

条第１項第２号に掲げる小学校就学前子ども  」と、「同号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども       」と

あるのは「同項第１号           に掲げる小学校就学前

子どもに該当する支給認定子ども         」と、第１３条

第４項第３号中「除き、同項第２号に掲げる小学校就学前子どもにつ

いては主食の提供に係る費用に限る。）」とあるのは「除く。）  
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教育を受ける者を除く」とする。          」とする。 

 第３章 特定地域型保育事業の運営に関する基準 

 第１節 利用定員に関する基準          

第３節 特定地域型保育事業者の運営に関する基準  

第１款 利用定員に関する基準  

第３７条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の   

 利用定員（法第２９条第１項の確認において定めるものに限る。以

下この節において同じ。）の数は、家庭的保育事業にあっては１人以

上５人以下とし、小規模保育事業Ａ型（家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）第２８条に規

定する小規模保育事業Ａ型をいう。第４２条第３項第１号において同

じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（同省令第３１条に規定する小規模保

育事業Ｂ型をいう。第４２条第３項第１号において同じ。）にあって

は         ６人以上１９人以下とし、小規模保育事業Ｃ型

（同省令第３３条に規定する小規模保育事業Ｃ型をいう。附則第３条

において同じ。）にあっては         ６人以上１０人以下

とし、居宅訪問型保育事業にあっては         １人とする。 

第３７条 特定地域型保育事業のうち、家庭的保育事業にあってはその

 利用定員（法第２９条第１項の確認において定めるものに限る。以

下この章において同じ。）の数を             １人以

上５人以下とし、小規模保育事業Ａ型（家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）第２７条に規

定する小規模保育事業Ａ型をいう                

 。）及び小規模保育事業Ｂ型（同条     に規定する小規模保

育事業Ｂ型をいう                 。）にあって

はその利用定員の数を６人以上１９人以下とし、小規模保育事業Ｃ型

（同条     に規定する小規模保育事業Ｃ型をいう。附則第４条

において同じ。）にあってはその利用定員の数を６人以上１０人以下

とし、居宅訪問型保育事業にあってはその利用定員の数を１人とする。 

２ （略） ２ （略） 

 第２節 運営に関する基準 

第２款 運営に関する基準  

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第３８条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の開始に際 第３８条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の開始に際
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しては、あらかじめ、利用申込者に対し、第４６条に規定する事業の

運営についての重要事項に関する規程の概要、第４２条に規定する連

携施設の種類、名称、連携協力の概要、職員の勤務体制、第４３条の

規定により支払を受ける費用に関する事項その他の利用申込者の保育

の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を

行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならな

い。 

しては、あらかじめ、利用申込者に対し、第４６条に規定する事業の

運営についての重要事項に関する規程の概要、第４２条に規定する連

携施設の種類、名称、連携協力の概要、職員の勤務体制、利用者負担

                   その他の利用申込者の保育

の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を

行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならな

い。 

２ （略） ２ （略） 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第３９条 特定地域型保育事業者は、教育・保育給付認定保護者から利

用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んでは

ならない。 

第３９条 特定地域型保育事業者は、支給認定保護者     から利

用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んでは

ならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第１９条第１項第

３号に掲げる小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現

に利用している同号に掲げる満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳

以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。）の総数が、

当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分

に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第２０条第４項の

規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案

し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子ど

もが優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第１９条第１項第

３号に掲げる小学校就学前子ども  及び特定地域型保育事業所を現

に利用している同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定

子ども                       の総数が、

当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分

に係る利用定員の総数を超える場合においては、支給認定     

       に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案

し、保育を受ける必要性が高いと認められる支給認定子どもが   

  優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

３                特定地域型保育事業者は、前項の ３ 前項に規定する場合においては、特定地域型保育事業者は、同項に
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    選考の方法をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に明示した

上で、当該選考を行わなければならない。 

規定する選考の方法をあらかじめ支給認定保護者    に明示した

上で、当該選考を行わなければならない。 

４ 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体制の確保が困難であ

る場合その他利用申込者に係る満３歳未満保育認定子どもに対し自ら

適切な教育・保育を提供することが困難である場合は、第４２条に規

定する連携施設その他の適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保

育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

４ 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体制の確保が困難であ

る場合その他利用申込者に係る支給認定子ども     に対し自ら

適切な教育・保育を提供することが困難である場合は、第４２条に規

定する連携施設その他の適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保

育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

（あっせん、調整及び要請に対する協力） （あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第４０条 （略） 第４０条 （略） 

２ 特定地域型保育事業者は、法第１９条第１項第３号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する満３歳未満保育認定子どもに係る特定地域型

保育事業の利用について児童福祉法第２４条第３項（同法附則第７３

条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定によ

り市町村が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければなら

ない。 

２ 特定地域型保育事業者は、法第１９条第１項第３号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する支給認定子ども     に係る特定地域型

保育事業の利用について児童福祉法第２４条第３項（同法  第７３

条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定によ

り市町村が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければなら

ない。 

（心身の状況等の把握） （心身の状況等の把握） 

第４１条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供に当たって

は、満３歳未満保育認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、

他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならな

い。 

第４１条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供に当たって

は、支給認定子ども     の心身の状況、その置かれている環境、

他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならな

い。 

（特定教育・保育施設等との連携） （特定教育・保育施設等との連携） 

第４２条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を除く。 第４２条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を除く。
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以下この項から第５項までにおいて同じ。）は、特定地域型保育が適

正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供される

よう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又

は保育所（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければなら

ない。 

以下この項       において同じ。）は、特定地域型保育が適

正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供される

よう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又

は保育所（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければなら

ない。 

（１）特定地域型保育の提供を受けている満３歳未満保育認定子どもに

集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保育の適切な

提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助言その他の保

育の内容に関する支援を行うこと。 

（１）特定地域型保育の提供を受けている支給認定子ども     に

集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保育の適切な

提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助言その他の保

育の内容に関する支援を行うこと。 

（２）必要に応じて、代替保育(特定地域型保育事業所の職員の病気、休

暇等により特定地域型保育を提供することができない場合に、当該

特定地域型保育事業者に代わって提供する特定教育・保育をいう。

以下この条において同じ。)を提供すること。 

（２）必要に応じて、代替保育(特定地域型保育事業所の職員の病気、休

暇等により特定地域型保育を提供することができない場合に、当該

特定地域型保育事業者に代わって提供する特定教育・保育をいう 

           。)を提供すること。 

（３）当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けて

いた満３歳未満保育認定子ども（事業所内保育事業を利用する教

育・保育給付認定子どもにあっては、第３７条第２項に規定するそ

の他の小学校就学前子どもに限る。以下この号において同じ。）を、

当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該教育・保育給付認

定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続

き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。 

（３）当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けて

いた支給認定子ども      （事業所内保育事業を利用する支

給認定子どもに     あっては、第３７条第２項に規定するそ

の他の小学校就学前子どもに限る。以下この号において同じ。）を、

当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該支給認定子どもに

     係る支給認定保護者     の希望に基づき、引き続

き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施

設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次に掲げる要件
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を全て満たすと認めるときは、前項第２号の規定を適用しないことと

することができる。 

（１）特定地域型保育事業者と前項第２号に掲げる事項に係る連携協力

を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化さ

れていること。 

 

（２）前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者の本来の業務の

遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。 

 

３ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に掲

げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならな

い。 

 

（１）当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は

事業所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は

事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型若

しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（同号に

おいて「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。） 

 

（２）事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等

を勘案して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市

町村が認める者 

 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に

係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定

を適用しないこととすることができる。 
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５ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第５９

条第１項に規定する施設のうち、次に掲げるもの（入所定員が２０人

以上のものに限る。）であって、市長が適当と認めるものを第１項第

３号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなけれ

ばならない。 

 

 

（１）法第５９条の２第１項の規定による助成を受けている者の設置す

る施設（児童福祉法第６条の３第１２項に規定する業務を目的とす

るものに限る。） 

 

（２）児童福祉法第６条の３第１２項に規定する業務又は同法第３９条

第１項に規定する業務を目的とする施設であって、同法第６条の３

第９項第１号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行う

ことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの 

 

６ 居宅訪問型保育事業を行う者は、家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準第３７条第１号に規定する乳幼児に対する保育を行う場

合にあっては、第１項の規定にかかわらず、当該乳幼児の障害、疾病

等の状態に応じ、適切な専門的な支援その他の便宜の供与を受けられ

るよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設（児童福祉法第４２条

に規定する障害児入所施設をいう。）その他の市町村の指定する施設

（以下この項において「居宅訪問型保育連携施設」という。）を適切

に確保しなければならない。 

２ 居宅訪問型保育事業を行う者は、家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準第３７条第１号に規定する乳幼児に対する保育を行う場

合にあっては、             当該乳幼児の障害、疾病

等の状態に応じ、適切な専門的な支援その他の便宜の供与を受けられ

るよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設（児童福祉法第４２条

に規定する障害児入所施設をいう。）その他の市町村の指定する施設

（以下この項において「居宅訪問型保育連携施設」という。）を適切

に確保しなければならない。 

７ 事業所内保育事業（第３７条第２項の規定により定める利用定員が

２０人以上のものに限る。次項において「保育所型事業所内保育事業」

３ 事業所内保育事業を行う者であって、第３７条第２項の規定により

定める利用定員が２０人以上のもの               
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という。）を行う者については、第１項  の規定にかかわらず、連

携施設の確保に当たって、第１項第１号及び第２号に係る連携協力を

求めることを要しない。 

         については、第１項本文の規定にかかわらず、連

携施設の確保に当たって、第１項第１号及び第２号に係る連携協力を

求めることを要しない。 

８ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第６条の３

第１２項第２号に規定する事業を行うものであって、市長が適当と認

めるもの（附則第４条において「特例保育所型事業所内保育事業者」

という。）については、第１項の規定にかかわらず、連携施設の確保

をしないことができる。 

 

９ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の終了に際しては、

満３歳未満保育認定子どもについて、連携施設又は他の特定教育・保

育施設等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資

するよう、満３歳未満保育認定子どもに係る情報の提供その他連携施

設、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者等

との密接な連携に努めなければならない。 

４ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の終了に際しては、

支給認定子ども     について、連携施設又は他の特定教育・保

育施設等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資

するよう、支給認定子ども     に係る情報の提供その他連携施

設、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者等

との密接な連携に努めなければならない。 

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領） 

第４３条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育        

                              を

提供した際は、教育・保育給付認定保護者から当該特定地域型保育に

係る利用者負担額（法第２９条第３項第２号に掲げる額      

                               

                               

                               

第４３条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育（特別利用地域型

保育及び特定利用地域型保育を含む。以下この条において同じ。）を

提供した際は、支給認定保護者     から当該特定地域型保育に

係る利用者負担額（法第２９条第３項第２号に掲げる額（当該特定地

域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあっては法第

３０条第２項第２号に規定する市町村が定める額とし、特定利用地域

型保育を提供する場合にあっては同項第３号に規定する市町村が定め
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       をいう。）の支払を受けるものとする。 る額とする。）をいう。）の支払を受けるものとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受けないときは、教育・

保育給付認定保護者から、当該特定地域型保育に係る特定地域型保育

費用基準額（法第２９条第３項第１号に掲げる額         

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

         をいう。次項において同じ。）の支払を受けるも

のとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受けないときは、支給認

定保護者     から、当該特定地域型保育に係る特定地域型保育

費用基準額（法第２９条第３項第１号に掲げる額（その額が現に当該

特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域

型保育に要した費用の額）をいい、当該特定地域型保育事業者が特別

利用地域型保育を提供する場合にあっては法第３０条第２項第２号に

規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額

が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当

該現に特別利用地域型保育に要した費用の額）を、特定利用地域型保

育を提供する場合にあっては同項第３号に規定する内閣総理大臣が定

める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特定利用地域型

保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育

に要した費用の額）をいう。次項において同じ。）の支払を受けるも

のとする。 

３ 特定地域型保育事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定地

域型保育の提供に当たって、当該特定地域型保育の質の向上を図る上

で特に必要であると認められる対価について、当該特定地域型保育に

要する費用として見込まれるものの額と特定地域型保育費用基準額と

の差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を教育・保育給付

認定保護者から受けることができる。 

３ 特定地域型保育事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定地

域型保育の提供に当たって、当該特定地域型保育の質の向上を図る上

で特に必要であると認められる対価について、当該特定地域型保育に

要する費用として見込まれるものの額と特定地域型保育費用基準額と

の差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を支給認定保護者

     から受けることができる。 

４ 特定地域型保育事業者は、前３項の支払を受ける額のほか、特定地 ４ 特定地域型保育事業者は、前３項の支払を受ける額のほか、特定地
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域型保育において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲

げる費用の額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることがで

きる。 

域型保育において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲

げる費用の額の支払を支給認定保護者     から受けることがで

きる。 

（１）～（３）（略） （１）～（３）（略） 

（４）前３号に掲げるもののほか、特定地域型保育において提供される

便宜に要する費用のうち、特定地域型保育事業の利用において通常

必要とされるものに係る費用であって、教育・保育給付認定保護者

に負担させることが適当と認められるもの 

（４）前３号に掲げるもののほか、特定地域型保育において提供される

便宜に要する費用のうち、特定地域型保育事業の利用において通常

必要とされるものに係る費用であって、支給認定保護者     

に負担させることが適当と認められるもの 

５ 特定地域型保育事業者は、前各項の費用の額の支払を受けた場合は、

当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った教育・保育給付認定

保護者に対し交付しなければならない。 

５ 特定地域型保育事業者は、前各項の費用の額の支払を受けた場合は、

当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給認定保護者  

   に対し交付しなければならない。 

６ 特定地域型保育事業者は、第３項及び第４項の規定による金銭の支

払を求める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに教育・保

育給付認定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明

らかにするとともに、教育・保育給付認定保護者に対して説明を行い、

文書による同意を得なければならない。ただし、第３項の規定による

金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しない。 

６ 特定地域型保育事業者は、第３項及び第４項の規定による金銭の支

払を求める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに支給認定

保護者     に金銭の支払を求める理由について書面によって明

らかにするとともに、支給認定保護者     に対して説明を行い、

文書による同意を得なければならない。ただし、同項 の規定による

金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しない。 

（運営規程） （運営規程） 

第４６条 特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

第４６条 特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

（１）～（４）（略） （１）～（４）（略） 

（５）第４３条の規定により教育・保育給付認定保護者からの支払を受け （５）支給認定保護者から受領する利用者負担その他の        
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る費用の種類、支払を求める理由及びその額  費用の種類、支払を求める理由及びその額 

（６）～（１１）（略） （６）～（１１）（略） 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第４７条 特定地域型保育事業者は、満３歳未満保育認定子どもに対し、

適切な特定地域型保育を提供することができるよう、特定地域型保育

事業所ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

第４７条 特定地域型保育事業者は、支給認定子ども     に対し、

適切な特定地域型保育を提供することができるよう、特定地域型保育

事業所ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業所ごとに、当該特定

地域型保育事業所の職員によって特定地域型保育を提供しなければな

らない。ただし、満３歳未満保育認定子どもに対する特定地域型保育

の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業所ごとに、当該特定

地域型保育事業所の職員によって特定地域型保育を提供しなければな

らない。ただし、支給認定子ども     に対する特定地域型保育

の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ （略） ３ （略） 

（記録の整備） （記録の整備） 

第４９条 （略） 第４９条 （略） 

２ 特定地域型保育事業者は、満３歳未満保育認定子どもに対する特定

地域型保育の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結

の日から５年間保存しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、支給認定子ども     に対する特定

地域型保育の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結

の日から５年間保存しなければならない。 

（１）～（５）（略） （１）～（５）（略） 

（準用） （準用） 

第５０条 第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、

第１７条から第１９条まで及び第２３条から第３３条までの規定は、

特定地域型保育事業者、特定地域型保育事業所及び特定地域型保育に

第５０条 第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、

第１７条から第１９条まで及び第２３条から第３３条までの規定は、

特定地域型保育事業                     に
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ついて準用する。この場合において、第１１条中「教育・保育認定子

ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（満３歳未満保育認定

子どもに限り、特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下、この款

において同じ。）」と、第１２条の見出し中「教育・保育」とあるの

は「地域型保育」と、第１４条の見出し中「施設型給付費」とあるの

は「地域型保育給付費」と、同条第１項中「施設型給付費（法第２７

条第１項に規定する施設型給付費をいう。以下この項、第１９条及び

第３６条第３項」とあるのは「地域型保育給付費（法第２９条第１項

に規定する地域型保育給付費をいう。以下この項及び第１９条」と、

「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付費の」と、同条第２

項中「特定教育・保育を」とあるのは「特定地域型保育を」と、第１９

条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と読み替える

ものとする。 

ついて準用する。この場合において、第１４条第１項中「特定教育・

保育に係る施設型給付費（法第２７条第１項に規定する施設型給付費

をいい、法第２８条第１項に規定する特例施設型給付費を含む。以下

この項及び第１９条において同じ。）」とあるのは「特定地域型保育

（特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。第５０条にお

いて準用する次項及び第１９条において同じ。）に係る地域型保育給

付費（法第２９条第１項に規定する地域型保育給付費をいい、法第

３０条第１項に規定する特例地域型保育給付費を含む。以下この項及

び第５０条において準用する第１９条において同じ。）」と、「施設

型給付費の」とあるのは「地域型保育給付費の」と、同条第２項及び

第１９条中「特定教育・保育」とあるのは「特定地域型保育」と、同

条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、第２３条

中「運営規程」とあるのは「第４６条に規定する事業の運営について

の重要事項に関する規程」と読み替えるものとする。 

 第３節 特例地域型保育給付費に関する基準 

 第３款 特例地域型保育給付費に関する基準  

（特別利用地域型保育の基準） （特別利用地域型保育の基準） 

第５１条 特定地域型保育事業者が法第１９条第１項第１号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利

用地域型保育を提供する場合には、法第４６条第１項に規定する地域

型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。 

第５１条 特定地域型保育事業者が法第１９条第１項第１号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する支給認定子ども     に対し特別利

用地域型保育を提供する場合には、法第４６条第１項に規定する地域

型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を ２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を
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提供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第１９条第１項

第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用している満３歳保育認

定子ども                    （次条第１項の

規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定

利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）の総数

が、第３７条第２項の規定により定められた利用定員の総数を超えな

いものとする。 

提供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第１９条第１項

第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども及び 

      特定地域型保育事業所を現に利用している同項第３号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども（次条第１項の

規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定

利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する支給認定子どもを     含む。）の総数

が、第３７条第２項の規定により定められた利用定員の総数を超えな

いものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育

を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地

域型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第３０条第１項の特例

地域型保育給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞれ

含むものとして、この節（        第４０条第２項を除き、

前条において準用する第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３

条を除く。次条第３項において同じ。）、第１７条から第１９条まで

及び第２３条から第３３条までを含む。）の規定を適用する。この場

合において、第３９条第２項中「利用の申込みに係る法第１９条第１

項第３号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込

みに係る法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもの数」

と、「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを

除く。以下この節において同じ。）」とあるのは「法第１９条第１項

第１号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育

を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を  

                               

                               

含むものとして、本章 （第３９条第２項及び第４０条第２項を除く。）

の規定を適用する。 
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給付認定子ども（次条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供

する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第１９

条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもを含む。）」と、「法第２０条第４項の規定による認定

に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受け

る必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に利

用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定

する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針

等に基づく選考その他公正な方法により、」と、法第４３条第１項中

「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護

者（特別利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第１号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２項中「法第２９条

第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第２号の内

閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第３項中

「前２項」とあるのは「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるの

は「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の

提供（第１３条第４項第３号ア又はイに掲げる者を除く。）に要する

費用」と、同条第５項中「前４項」とあるのは「前３項」とする。 

（特定利用地域型保育の基準） （特定利用地域型保育の基準） 

第５２条 特定地域型保育事業者が法第１９条第１項第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特定利

用地域型保育を提供する場合には、法第４６条第１項に規定する地域

第５２条 特定地域型保育事業者が法第１９条第１項第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する支給認定子ども     に対し特定利

用地域型保育を提供する場合には、法第４６条第１項に規定する地域
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型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。 型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を

提供する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第１９条第１項

第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している同項第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（前条第

１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合にあっては、当

該特別利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第１号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）

の総数が、第３７条第２項の規定により定められた利用定員の総数を

超えないものとする。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を

提供する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第１９条第１項

第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども   

  及び特定地域型保育事業所を現に利用している同項第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども     （前条第

１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合にあっては、当

該特別利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第１号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども     を含む。）

の総数が、第３７条第２項の規定により定められた利用定員の総数を

超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育

を提供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地

域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとし

て、この節の規定を適用する。この場合において、第４３条第１項中

「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護

者（特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（特定満

３歳未満保育認定子どもに限る。）に係る教育・保育給付認定保護者

に限る。）」と、同条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」

とあるのは「法第３０条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準に

より算定した費用の額」と、同条第４項中「掲げる費用」とあるのは

「掲げる費用及び食事の提供（特定利用地域型保育の対象となる特定

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育

を提供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を  

                         含むものとし

て、本章 の規定を適用する。 
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満３歳以上保育認定子どもに対するもの及び満３歳以上保育認定子ど

もに係る第１３条第４項第３号ア又はイに掲げる者を除く。）に要す

る費用」とする。 

   第２章 特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準  

 （趣旨）  

第５３条 法第５８条の４第２項の内閣府令で定める特定子ども・子育

て支援施設等（法第３０条の１１第１項に規定する特定子ども・子育

て支援施設等をいう。）の運営に関する基準は、この章に定めるとこ

ろによる。 

 

（教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供の記録）  

第５４条 特定子ども・子育て支援提供者（法第３０条の１１第３項に

規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。）は、特

定子ども・子育て支援（同条第１項に規定する特定子ども・子育て支

援をいう。以下同じ。）を提供した際は、提供した日及び時間帯、当

該子ども・子育て支援の具体的な内容その他必要な事項を記録しなけ

ればならない。 

 

（利用料及び特定費用の額の受領）  

第５５条 特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援

を提供したときは、施設等利用給付認定保護者（法第３０条の５第３

項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下同じ。）から、

その者との間に締結した契約により定められた特定子ども・子育て支

援の提供の対価（子ども・子育て支援法施行規則第２８条の１６に規
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定する費用（以下「特定費用」という。）に係るものを除く。以下「利

用料」という。）の額の支払を受けるものとする。 

２ 特定子ども・子育て支援提供者は、前項の規定により支払を受ける

額のほか、特定費用の額の支払を施設等利用給付認定保護者から受け

ることができる。この場合において、特定子ども・子育て支援提供者

は、あらかじめ、当該支払を求める金銭の使途及び額並びに理由につ

いて書面により明らかにするとともに、施設等利用給付認定保護者に

対して説明を行い、同意を得なければならない。 

 

（領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書の交付）  

第５６条 特定子ども・子育て支援提供者は、前条の規定による費用の

支払を受ける際、当該支払をした施設等利用給付認定保護者に対し、

領収証を交付しなければならない。この場合において、当該領収証は、

利用料の額と特定費用の額とを区分して記載しなければならない。た

だし、前条第２項に規定する費用の支払のみを受ける場合は、この限

りではない。 

 

２ 前項の場合において、特定子ども・子育て支援提供者は、当該支払

をした施設等利用給付認定保護者に対し、当該支払に係る特定子ど

も・子育て支援を提供した日及び時間帯、当該子ども・子育て支援の

内容、費用の額その他施設等利用費の支給に必要な事項を記載した特定

子ども・子育て支援提供証明書を交付しなければない。 

 

 （法定代理受領の場合の読替え）  

第５７条 特定子ども・子育て支援提供者が法第３０条の１１第３項の  
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規定により市町村から特定子ども・子育て支援に係る施設等利用費の

支払を受ける場合における前２条の規定の適用については、第５５条

第１項中「額」とあるのは「額から法第３０条の１１第３項の規定に

より市町村から支払を受けた施設等利用費の額を控除して得た額」と、

前条第１項中「利用料の額」とあるのは「利用料の額から法第３０条

の１１第３項の規定により市町村から支払を受けた施設等利用費の額

を控除して得た額」と、前条第２項中「前項の場合において、」とあ

るのは「法第３０条の１１第３項の規定により市町村から特定子ど

も・子育て支援に係る施設等利用費の支払を受ける」と、「当該支払

をした」とあるのは「当該市町村及び当該」と、「交付し、」とある

のは「交付し、及び当該施設等利用給付認定保護者に対し、当該施設

等利用給付認定保護者に係る施設等利用費の額を通知し」とする。 

（施設等利用給付認定保護者に関する市町村への通知）  

第５８条 特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援

を受けている施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保

護者が偽りその他不正な行為によって施設等利用費の支給を受け、又

は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を当該支給

に係る市町村へ通知しなければならない。 

 

（施設等利用給付認定子どもを平等に取り扱う原則）  

第５９条 特定子ども・子育て支援提供者は、施設等利用給付認定子ど

もの国籍、信条、社会的身分又は特定子ども・子育て支援の提供に要

する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。 
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（秘密保持等）  

第６０条 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の職員及

び管理者は正当な理由がなく、その業務上知り得た施設等利用給付認

定子ども（法第３０条の８第１項に規定する「施設等利用給付認定子

ども」をいう。以下この条において同じ。）又はその家族の秘密を漏

らしてはならない。 

 

２ 特定子ども・子育て支援提供者は、職員であった者が、正当な理由

がなく、その業務上知り得た施設等利用給付認定子ども又はその家族

の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

 

３ 特定子ども・子育て支援提供者は、小学校、他の特定子ども・子育

て支援提供者その他の機関に対して、施設等利用給付認定子どもに関

する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該施設等利用給

付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者の同意を得ておかなけ

ればならない。 

 

（記録の整備）  

第６１条 特定子ども・子育て支援提供者は、職員、設備及び会計に関

する諸記録を整備しておかなければならない。 

 

２ 特定子ども・子育て支援提供者は、第５４条の規定による特定子ど

も・子育て支援の提供の記録及び第５８条の規定による市町村への通

知に係る記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。 

 

附 則 附 則 
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（特定保育所に関する特例） （特定保育所に関する特例） 

第２条 特定保育所（法附則第６条第１項に規定する特定保育所をいう。

次項において同じ。）が特定教育・保育を提供する場合にあっては、

当分の間、第１３条第１項中「教育・保育給付認定保護者（満３歳未

満保育認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（満３歳

未満保育認定子ども（特定保育所（法附則第６条第１項に規定する特

定保育所をいう。次項において同じ。）から特定教育・保育（保育に

限る。第１９条において同じ。）を受ける者を除く。以下この項にお

いて同じ。）」と、同条第２項中「当該特定教育・保育」とあるのは

「当該特定教育・保育（特定保育所における特定教育・保育（保育に

限る。）を除く。）                       

         」と、同条第３項中「額の支払を」とあるのは「額

の支払を、市町村の同意を得て、」と、第１９条中「施設型給付費の

支給を受け、又は受けようとしたとき」とあるのは「法附則第６条第

１項の規定による委託費の支払の対象となる特定教育・保育の提供を

受け、又は受けようとしたとき」と、「当該施設型給付費の支給」と

あるのは「当該委託費の支払」とし、第６条及び第７条の規定は適用

しない。 

第２条 特定保育所（法附則第６条第１項に規定する特定保育所をいう。

次項において同じ。）が特定教育・保育を提供する場合にあっては、

当分の間、第１３条第１項中「（法第２７条第３項第２号に掲げる額

（特定教育・保育施設が」とあるのは「（当該特定教育・保育施設が」

と、「額とし」とあるのは「額をいい」と、「定める額とする。）を

いう。）」とあるのは「定める額をいう              

                               

    。）」と、同条第２項中「（法第２７条第３項第１号に掲げ

る額」とあるのは「（法附則第６条第３項の規定により読み替えられ

た法第２８条第２項第１号に規定する内閣総理大臣が定める基準によ

り算定した費用の額」と、同条第３項中「額の支払を」とあるのは「額

の支払を、市町村の同意を得て、」と、第１９条中「施設型給付費の

支給を受け、又は受けようとしたとき」とあるのは「法附則第６条第

１項の規定による委託費の支払の対象となる特定教育・保育の提供を

受け、又は受けようとしたとき」と、「当該施設型給付費の支給」と

あるのは「当該委託費の支払」とし、第６条及び第７条の規定は適用

しない。 

２ （略） ２ （略） 

 （施設型給付費等に関する経過措置） 

 第３条 特定教育・保育施設が法第１９条第１項第１号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して特定教育・保育又は
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特別利用保育を提供する場合においては、当分の間、第１３条第１項

中「法第２７条第３項第２号に掲げる額」とあるのは「法附則第９条

第１項第１号イに規定する市町村が定める額」と、「法第２８条第２

項第２号に規定する市町村が定める額」とあるのは「同項第２号ロ（１）

に規定する市町村が定める額」と、「同項第３号」とあるのは「法第

２８条第２項第３号」と、同条第２項中「法第２７条第３項第１号に

掲げる額（その額が現に当該特定教育・保育に要した費用を超えると

きは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額）」とあるのは「法

附則第９条第１項第１号イに規定する内閣総理大臣が定める基準によ

り算定した額（その額が現に当該特定教育・保育に要した費用を超え

るときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額）及び同号ロに

規定する市町村が定める額の合計額」と、「法第２８条第２項第２号

に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その

額が現に当該特別利用保育に要した費用を超えるときは、当該現に特

別利用保育に要した費用の額）」とあるのは「同項第２号ロ（１）に

規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額（その額が現に

当該特別利用保育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用保

育に要した費用の額）及び同号ロ（２）に規定する市町村が定める額

の合計額」と、「同項第３号」とあるのは「法第２８条第２項第３号」

とする。 

 ２ 特定地域型保育事業者が法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する支給認定子どもに対して特別利用地域型保育を

提供する場合においては、第４３条第１項中「法第３０条第２項第２
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号に規定する市町村が定める額」とあるのは「法附則第９条第１項第

３号イ（１）に規定する市町村が定める額」と、「同項第３号」とあ

るのは「法第３０条第２項第３号」と、同条第２項中「法第３０条第

２項第２号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用

の額（その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超え

るときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額）」とある

のは「法附則第９条第１項第３号イ（１）に規定する内閣総理大臣が

定める基準により算定した額（その額が現に当該特別利用地域型保育

に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した

費用の額）及び同号イ（２）に規定する市町村が定める額の合計額」

と、「同項第３号」とあるのは「法第３０条第２項第３号」とする。 

第３条 (略) 第４条 (略) 

(連携施設に関する経過措置) (連携施設に関する経過措置) 

第４条 特定地域型保育事業者（特例保育所型事業所内保育事業者を除

く。）は、連携施設の確保が著しく困難であって、法第５９条第４号

に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことがで

きると市町村が認める場合は、第４２条第１項の規定にかかわらず、

この条例の施行の日から起算して１０年を経過する日までの間、連携

施設を確保しないことができる。 

第５条 特定地域型保育事業者                  

   は、連携施設の確保が著しく困難であって、法第５９条第４号

に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことがで

きると市町村が認める場合は、第４２条第１項の規定にかかわらず、

この条例の施行の日から起算して５年 を経過する日までの間、連携

施設を確保しないことができる。 
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亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例及び亀山市認定こども園条例の一部を改正する条例新旧対照表（第１条関係） 

（亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において「利用者負担額」とは、子ども・子育て支援

法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第２７条第３項

第２号並びに第２８条第２項第１号及び第２号に規定する教育・保育

給付認定保護者の属する世帯の所得状況その他の事情を勘案して市町

村が定める額をいう。 

第２条 この条例において「利用者負担額」とは、子ども・子育て支援

法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第２７条第３項

第２号並びに第２８条第２項第１号及び第２号に規定する支給認定保

護者     の属する世帯の所得状況その他の事情を勘案して市町

村が定める額をいう。 

２ （略） ２ （略） 

（利用者負担額の徴収） （利用者負担額の徴収） 

第４条 市長は、法第２０条第１項の規定により本市の教育・保育給付

認定を受けた小学校就学前子どもであって市立保育所において保育を

受けた者の教育・保育給付認定保護者から前条に規定する利用者負担

額を徴収する。 

第４条 市長は、法第２０条第１項の規定により本市の支給認定   

  を受けた小学校就学前子どもであって市立保育所において保育を

受けた者の支給認定保護者     から前条に規定する利用者負担

額を徴収する。 

２ 市長は、法第２０条第１項の規定により本市以外の市町村（特別区

を含む。以下この項において同じ。）の教育・保育給付認定を受けた

小学校就学前子どもであって市立保育所において保育を受けた者の教

育・保育給付認定保護者から当該教育・保育給付認定を行った市町村

の定める利用者負担額を徴収する。 

２ 市長は、法第２０条第１項の規定により本市以外の市町村（特別区

を含む。以下この項において同じ。）の支給認定     を受けた

小学校就学前子どもであって市立保育所において保育を受けた者の支

給認定保護者     から当該支給認定     を行った市町村

の定める利用者負担額を徴収する。 

３及び４ （略） ３及び４ （略） 
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（延長保育料） （延長保育料） 

第６条 市長は、延長保育を受ける子どもの教育・保育給付認定保護者

から規則で定める延長保育料を徴収する。 

第６条 市長は、延長保育を受ける子どもの支給認定保護者     

から規則で定める延長保育料を徴収する。 

２ （略） ２ （略） 
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亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例及び亀山市認定こども園条例の一部を改正する条例新旧対照表（第２条関係） 

（亀山市認定こども園条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において「利用者負担額」とは、子ども・子育て支援

法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第２７条第３項

第２号及び第２８条第２項第１号から第３号までに規定する教育・保

育給付認定保護者の属する世帯の所得状況その他の事情を勘案して市

町村が定める額をいう。 

第２条 この条例において「利用者負担額」とは、子ども・子育て支援

法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第２７条第３項

第２号及び第２８条第２項第１号から第３号までに規定する支給認定

保護者     の属する世帯の所得状況その他の事情を勘案して市

町村が定める額をいう。 

２ （略） ２ （略） 

（利用者負担額の徴収） （利用者負担額の徴収） 

第５条 市長は、法第２０条第１項の規定により本市の教育・保育給付

認定を受けた小学校就学前子どもであって認定こども園において教育

又は保育を受けた者の教育・保育給付認定保護者から前条に規定する

利用者負担額を徴収する。 

第５条 市長は、法第２０条第１項の規定により本市の支給認定   

  を受けた小学校就学前子どもであって認定こども園において教育

又は保育を受けた者の支給認定保護者     から前条に規定する

利用者負担額を徴収する。 

２ 市長は、法第２０条第１項の規定により本市以外の市町村（特別区

を含む。以下この項において同じ。）の教育・保育給付認定を受けた

小学校就学前子どもであって認定こども園において教育又は保育を受

けた者の教育・保育給付認定保護者から当該教育・保育給付認定を行

った市町村の定める利用者負担額を徴収する。 

２ 市長は、法第２０条第１項の規定により本市以外の市町村（特別区

を含む。以下この項において同じ。）の支給認定     を受けた

小学校就学前子どもであって認定こども園において教育又は保育を受

けた者の支給認定保護者     から当該支給認定     を行

った市町村の定める利用者負担額を徴収する。 

３及び４ （略） ３及び４ （略） 
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（延長保育料） （延長保育料） 

第７条 市長は、延長保育を受ける子どもの教育・保育給付認定保護者

から規則で定める延長保育料を徴収する。 

第７条 市長は、延長保育を受ける子どもの支給認定保護者     

から規則で定める延長保育料を徴収する。 

２ （略） ２ （略） 
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亀山市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（開所時間） （開所時間） 

第５条 放課後児童クラブの開所時間は、次のとおりとする。 第５条 放課後児童クラブの開所時間は、次のとおりとする。 

（１）～（５）（略） （１）～（５）（略） 

（６）亀山南小学校区放課後児童クラブ 午後２時から午後６時３０分

まで。ただし、祝日法における休日及び休業日にあっては、午前８

時から午後６時３０分までとする。 

 

２ （略） ２ （略） 

（休所日） （休所日） 

第６条 放課後児童クラブの休所日は、次のとおりとする。 第６条 放課後児童クラブの休所日は、次のとおりとする。 

（１）（略） （１）（略） 

（２）土曜日（亀山南小学校区放課後児童クラブに限る。）  

（３）～（５）（略） （２）～（４）（略） 

２ （略） ２ （略） 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

名称 位置 定員 

亀山東小学校区放課後児童クラブ 亀山市本町一丁目９番９

号 

４０人 

亀山南小学校区放課後児童クラブ 亀山市天神三丁目１０番 ４０人 

名称 位置 定員 

亀山東小学校区放課後児童クラブ 亀山市本町一丁目９番９

号 

４０人 
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 ２５号  

（略） （略） （略） 
 

   

（略） （略） （略） 
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亀山市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（印鑑の登録資格） （印鑑の登録資格） 

第２条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法（昭和

４２年法律第８１号。以下「法」という。）に基づき、市が備える住

民基本台帳に記録されている者とする。 

第２条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法（昭和

４２年法律第８１号）基づき、本市の                          住

民基本台帳に記録されている者とする。 

２ （略） ２ （略） 

（登録印鑑） （登録印鑑） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当す

る場合には、当該印鑑を登録することができない。 

２ 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当す

る場合には、当該印鑑を登録することができない。 

（１）住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏（住民基本台

帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号。以下「令」という。）第

３０条の１３に規定する旧氏をいう。以下同じ。）若しくは通称（令

第３０条の１６第１項                                        

      に規定する通称をいう。以下同じ。）又は氏名、旧氏若しく

は通称の一部を組み合わせたもので表していないもの 

（１）住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名                  

                                                            

                                            若しくは通称（住

民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第３０条の２６

第１項に規定する通称をいう。以下同じ。）又は氏名      若しく

は通称の一部を組み合わせたもので表していないもの 

（２）職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているも

の 

（２）職業、資格その他氏名      又は通称以外の事項を表しているも

の 

（３）～（６）（略） （３）～（６）（略） 
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３ 市長は、前項第１号及び第２号の規定にかかわらず、外国人住民

（法第３０条の４５に規定する外国人住民をいう。以下同じ。）が住

民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組

み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合

には、当該印鑑を登録することができる。 

３ 市長は、前項第１号及び第２号の規定にかかわらず、外国人住民

（法第３０条の４５に規定する外国人住民をいう。以下同じ。）が住

民票の備考欄に記録されている  氏名の片仮名表記又はその一部を組

み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合

には、当該印鑑を登録することができる。 

（登録事項） （登録事項） 

第６条 第４条第１項に規定する印鑑の登録は、印鑑登録原票に印影の

ほか、当該登録申請者に係る次の事項を登録することにより、これを

行うものとする。 

第６条 第４条第１項に規定する印鑑の登録は、印鑑登録原票に印影の

ほか、当該登録申請者に係る次の事項を登録することにより、これを

行うものとする。 

（１）及び（２）（略） （１）及び（２）（略） 

（３）氏名（氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載（法第６条

第３項の規定により磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の

事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。）を

もって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。）がされてい

る場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通

称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称） 

（３）氏名（                                                    

                                                            

                                                            

                                                            

                                  外国人住民に係る住民票に通

称が記録されている  場合にあっては、氏名及び通称  ） 

（４）（略） （４）（略） 

 （５）男女の別 

（５）（略） （６）（略） 

（６）外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表

記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録

を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記 

（７）外国人住民が住民票の備考欄に記録されている  氏名の片仮名表

記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録

を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記 
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（７）（略） （８）（略） 

２ 市長は、前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票を磁気ディ

スク                                                          

                              をもって調製することができる。 

２ 市長は、前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票を磁気テー

プ（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことが

できるものを含む。以下同じ。）をもって調製することができる。 

（多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請等） 

第１２条 第１０条及び前条の規定にかかわらず、登録者で、行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カード（電

子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法

律（平成１４年法律第１５３号）第２２条第１項に規定する利用者証

明用電子証明書が記録されているものに限る。）の交付を受けたもの

は、当該カードを使用し、多機能端末機（市の電子計算組織と電気通

信回線で接続された端末機であって、利用者が必要な操作を行うこと

により証明書等の交付を申請し、その交付を受けることができる機能

を有するものをいう。）又は窓口受付端末機（市の窓口に設置する電

子計算組織と電気通信回線で接続された端末機であって、利用者が必

要な操作を行うことにより証明書等の交付を申請することができる機

能を有するものをいう。）を自ら操作することにより印鑑登録証明書

の交付を申請し、その交付を受けることができる。 

 

（印鑑登録証明書） （印鑑登録証明書） 

第１３条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されて

いる印影の写し（印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取

第１２条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されて

いる印影の写し（印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取
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装置（これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることがで

きる機器を含む。）により読み取って磁気ディスクに記録したものに

係るプリンターからの打ち出しを含む。次項において同じ。）につい

て市長が証明するものとし、併せて第６条第１項第３号から第６号ま

でに掲げる事項を記載するものとする。 

装置                                                          

                  により読み取って磁気テープ  に記録したものに

係るプリンターからの打ち出しを含む。次項において同じ。）につい

て市長が証明するものとし、併せて第６条第１項第３号から第７号ま

でに掲げる事項を記載するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

第１４条及び第１５条 （略） 第１３条及び第１４条 （略） 

（印鑑の登録の抹消） （印鑑の登録の抹消） 

第１６条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当することを知っ

たときは、当該印鑑の登録を職権で抹消しなければならない。 

第１５条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当することを知っ

たときは、当該印鑑の登録を職権で抹消しなければならない。 

（１）及び（２）（略） （１）及び（２）（略） 

（３）氏名、氏（氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされ

ている旧氏を含む。）又は名（外国人住民にあっては、通称又は氏

名の片仮名表記を含む。）の変更により、登録を受けている印鑑が

この条例による登録ができない印鑑に該当することとなったとき。 

（３）氏名、氏                                                  

                    又は名（外国人住民にあっては、通称又は氏

名の片仮名表記を含む。）の変更により、登録を受けている印鑑が

この条例による登録ができない印鑑に該当することとなったとき。 

（４）及び（５）（略） （４）及び（５）（略） 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

第１７条～第２０条 （略） 第１６条～第１９条 （略） 
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亀山市水道事業給水条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（給水装置の基準違反に対する措置） （給水装置の基準違反に対する措置） 

第２５条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が

水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号）第６条に規定する給水装

置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約

の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまで

の間、その者に対する給水を停止することができる。 

第２５条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が

水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号）第５条に規定する給水装

置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約

の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまで

の間、その者に対する給水を停止することができる。 

２ （略） ２ （略） 

別表第３（第３６条関係） 別表第３（第３６条関係） 

区分 手数料の額 

（略） （略） 

４ 指定給水装置工事事業者登録手

数料 

１件につき １４，０００円 

５ 指定給水装置工事事業者更新手

数料 

１件につき ７，０００円 

６ 証明手数料 １件につき ２００円 
 

区分 手数料の額 

（略） （略） 

４ 指定給水装置工事事業者登録手

数料 

１件につき １４，０００円 

  

５ 証明手数料 １件につき ２００円 
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地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例新旧対照表（第１条関係） 

（亀山市職員の分限に関する条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（休職の効果） （休職の効果） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する第１項

の規定の適用については、同項中「３年を超えない範囲内」とあるの

は「法第２２条の２第２項の規定に基づき任命権者が定める任期の範

囲内」とする。 
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地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例新旧対照表（第２条関係） 

（亀山市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（減給の効果） （減給の効果） 

第３条 減給は、１日以上６月以下の期間、給料（地方公務員法第２２

条の２第１項第１号に掲げる職員については報酬（亀山市会計年度任

用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（令和元年亀山市

条例第   号）第２条第２項から第４項までの規定による報酬に限

る。）の額）の１０分の１以下を減ずるものとする。 

第３条 減給は、１日以上６月以下の期間、給料          

                               

                               

                               

      の１０分の１以下を減ずるものとする。 
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地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例新旧対照表（第３条関係） 

（亀山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（育児休業をしている職員の期末手当等の支給） （育児休業をしている職員の期末手当等の支給） 

第７条 亀山市職員給与条例（平成１７年亀山市条例第４３号。以下

「給与条例」という。）第４４条第１項及び亀山市会計年度任用職員

の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（令和元年亀山市条例第

    号）第４条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業を

している職員のうち、基準日以前６月以内の期間において勤務した期

間（規則で定めるこれに相当する期間を含む。）がある職員には、当

該基準日に係る期末手当を支給する。 

第７条 亀山市職員給与条例（平成１７年亀山市条例第４３号。以下

「給与条例」という。）第４４条第１項             

                               

               に規定するそれぞれの基準日に育児

休業をしている職員のうち、基準日以前６月以内の期間において勤務

した期間（規則で定めるこれに相当する期間を含む。）がある職員に

は、当該基準日に係る期末手当を支給する。 

２ 給与条例第４７条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業を

している職員のうち、基準日以前６月以内の期間において勤務した期

間がある職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条

の２第１項に規定する会計年度任用職員を除く。）には、当該基準日

に係る勤勉手当を支給する。 

２ 給与条例第４７条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業を

している職員のうち、基準日以前６月以内の期間において勤務した期

間がある職員                         

                       には、当該基準日

に係る勤勉手当を支給する。 

（育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整） （育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整） 

第８条 育児休業をした職員（地方公務員法第２２条の２第１項に規定

する会計年度任用職員を除く。）が職務に復帰した場合において、部

内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休

業の期間を１００分の１００以下の換算率により換算して得た期間を

引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日

第８条 育児休業をした職員                   

               が職務に復帰した場合において、部

内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休

業の期間を１００分の１００以下の換算率により換算して得た期間を

引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日
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後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はその

いずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することが

できる。 

後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はその

いずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することが

できる。 

（部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員） 

第２１条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、次に掲げ

る職員とする。 

第２１条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、次に掲げ

る職員とする。 

（１）（略） （１）（略） 

（２）次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務

員法              第２８条の５第１項に規定する

短時間勤務の職を占める職員（以下「再任用短時間勤務職員等」と

いう。）を除く。） 

（２）次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の５第１項に規定する

短時間勤務の職を占める職員（以下「再任用短時間勤務職員等」と

いう。）を除く。） 

ア及びイ （略） ア及びイ （略） 
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地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例新旧対照表（第４条関係） 

（亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、別に条例で定めるもののほか、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２０３条の２第５項の規定に基づき、委員会

の非常勤の委員、非常勤の監査委員その他の委員、審査会、審議会、

調査会等の委員その他の構成員、選挙長、投票管理者、開票管理者、

選挙立会人、投票立会人及び開票立会人その他非常勤の職員（短時間

勤務職員及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の

２第１項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「委員等」とい

う。）に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要

な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、別に条例で定めるもののほか、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２０３条の２第４項の規定に基づき、委員会

の    委員、非常勤の監査委員その他の委員、審査会、審議会、

調査会等の委員その他の構成員、選挙長、投票管理者、開票管理者、

選挙立会人、投票立会人及び開票立会人その他非常勤の職員（   

                               

                      以下「委員等」とい

う。）に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要

な事項を定めるものとする。 

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係） 

区分 報酬の額 旅費の額 

（略） （略）  （略） 

青少年問題協議会委員 年額 １１，３００円 旅費条例別表の上

記以外の職員の項

に規定する旅費に

相当する額 

  

文化財保護審議委員 日額 ７，１００円 

（略） （略） 
 

区分 報酬の額 旅費の額 

（略） （略）  （略） 

青少年問題協議会委員 年額 １１，３００円 旅費条例別表の上

記以外の職員の項

に規定する旅費に

相当する額 

家庭相談員 月額 １１４，５００円 

文化財保護審議委員 日額 ７，１００円 

（略） （略） 
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地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例新旧対照表（第５条関係） 

（亀山市職員給与条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において「職員」とは、法第３条第２項に規定する一

般職に属する職員（法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職

員、地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律第２８

９号）第３条第４号の職員及び法第５７条に規定する単純な労務に雇

用された者を除く。）をいう。 

第２条 この条例において「職員」とは、法第３条第２項に規定する一

般職に属する職員（                      

  地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律第２８

９号）第３条第４号の職員及び法第５７条に規定する単純な労務に雇

用された者を除く。）をいう。 

（臨時職員     の給与） （臨時又は非常勤職員の給与） 

第１１条 臨時職員                       

については、任命権者は、他の職員の給与との権衝を考慮し、予算の

範囲内で給与を支給するものとする。 

第１１条 臨時又は常時勤務を要しない職員（短時間勤務職員を除く。） 

 については、任命権者は、他の職員の給与との権衝を考慮し、予算の

範囲内で給与を支給するものとする。 
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地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例新旧対照表（第６条関係） 

（亀山市職員退職手当支給条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（退職手当の支給） （退職手当の支給） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤

務した日（法令、条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要し

ないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。）が１８日以上あ

る月が引き続いて１２月を超えるに至った者で、その超えるに至った 

日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、 

職員とみなしてこの条例（第５条中１１年以上２５年未満の期間勤続

した者の通勤による負傷又は病気（以下「傷病」という。）による退

職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第６条中公務上の

傷病又は死亡による退職に係る部分並びに２５年以上勤続した者の通

勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を

除く。）の規定を適用する。ただし、地方公務員法第２２条の２第１

項第１号に掲げる職員については、この限りでない。 

２ 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤

務した日（法令、条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要し

ないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。）が１８日以上あ

る月が引き続いて１２月を超えるに至った者で、その超えるに至った 

日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、 

職員とみなしてこの条例（第５条中１１年以上２５年未満の期間勤続

した者の通勤による負傷又は病気（以下「傷病」という。）による退

職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第６条中公務上の

傷病又は死亡による退職に係る部分並びに２５年以上勤続した者の通

勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を

除く。）の規定を適用する。 
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地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例新旧対照表（第７条関係） 

（亀山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（任命権者の報告事項） （任命権者の報告事項） 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報

告しなければならない事項は、職員（臨時的に任用された職員及び非

常勤職員（地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員及び

同法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除

く。）を除く。以下同じ。）に係る次に掲げる事項とする。 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報

告しなければならない事項は、職員（臨時的に任用された職員及び非

常勤職員（地方公務員法                    

  第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除

く。）を除く。以下同じ。）に係る次に掲げる事項とする。 

（１）～（１１）（略） （１）～（１１）（略） 
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地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例新旧対照表（第８条関係） 

（亀山市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（職員の派遣） （職員の派遣） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員と

する。 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員と

する。 

（１）及び（２）（略） （１）及び（２）（略） 

（３）地方公務員法第２２条に規定する条件付採用になっている職員

（規則で定める職員を除く。） 

（３）地方公務員法第２２条第１項に規定する条件付採用になっている

職員（規則で定める職員を除く。） 

（４）及び（５）（略） （４）及び（５）（略） 

３ （略） ３ （略） 
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成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例新旧対照表（第１条関係） 

（亀山市職員の分限に関する条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（失職の例外） （失職の例外） 

第６条 任命権者は、法第１６条第１号に該当するに至った職員のうち、 

その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者につ

いては、情状により特にその職を失わないものとすることができる。 

第６条 任命権者は、法第１６条第２号に該当するに至った職員のうち、 

その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者につ

いては、情状により特にその職を失わないものとすることができる。 

２ （略） ２ （略） 
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成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例新旧対照表（第２条関係） 

（亀山市職員給与条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（休職者の給与） （休職者の給与） 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 第２項又は第３項に規定する職員がこれらの規定に規定する期間内

で第４４条第１項に規定する基準日前１月以内に退職し            

                                                          、又

は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日にそれぞれ第２ 

項又は第３項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。 

ただし、規則で定める職員については、この限りでない。 

６ 第２項又は第３項に規定する職員が当該各項に    規定する期間内

で第４４条第１項に規定する基準日前１月以内に退職し、若しくは法

第１６条第１号に該当して法第２８条第４項の規定により失職し、又

は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の  

                    例による額の期末手当を支給することができ

る。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。 

７ （略） ７ （略） 

（期末手当） （期末手当） 

第４４条 期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条から第４６

条までにおいてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職す

る職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日（次条

及び第４６条第１項においてこれらの日を「支給日」という。）に支

給する。これらの基準日前１箇月以内に退職し                    

                                                 、又は死亡し

た職員（第１２条第６項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める

第４４条 期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条から第４６

条までにおいてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職す

る職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日（次条

及び第４６条第１項においてこれらの日を「支給日」という。）に支

給する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、若しくは法第１６条

第１号に該当して法第２８条第４項の規定により失職し、又は死亡し

た職員（第１２条第６項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める
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職員を除く。）についても、同様とする。 職員を除く。）についても、同様とする。 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

４ 第２項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在（退職し  

      、又は死亡した職員にあっては、退職し       

 、又は死亡した日現在）において職員が受けるべき給料及び扶養手

当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。 

４ 第２項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在（退職し、若

しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職

し、又は死亡した日現在）において職員が受けるべき給料及び扶養手

当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。 

５及び６ （略） ５及び６ （略） 

第４５条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定に

かかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者に

あっては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。 

第４５条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定に

かかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者に

あっては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。 

（１）（略） （１）（略） 

（２）基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第２８

条第４項の規定により失職した職員                            

                       

（２）基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第２８

条第４項の規定により失職した職員（法第１６条第１号に該当して

失職した職員を除く。） 

（３）基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日

の前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除く。）で、

その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処

せられたもの 

（３）基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日

の前日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除く。）で、

その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮
こ

以上の刑に処

せられたもの 

（４）次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を

受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）でその者の在職期

間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの 

（４）次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を

受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）でその者の在職期

間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられたもの 

（勤勉手当） （勤勉手当） 
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第４７条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条において

これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し、

基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、そ

れぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準

日前１箇月以内に退職し                                        

                              、又は死亡した職員（規則で定める

職員を除く。）についても、同様とする。 

第４７条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条において

これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し、

基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、そ

れぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準

日前１箇月以内に退職し、若しくは法第１６条第１号に該当して法第

２８条第４項の規定により失職し、又は死亡した職員（規則で定める

職員を除く。）についても、同様とする。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準

に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命

権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる

職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準

に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命

権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる

職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。 

（１）前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基 

礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し                、 

又は死亡した職員にあっては、退職し                、又は死亡 

した日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の

月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に１００

分の９２．５を乗じて得た額の総額 

（１）前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基 

礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、若しくは失職し、 

又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡

した日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の

月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に１００

分の９２．５を乗じて得た額の総額 

（２）（略） （２）（略） 

３～５ （略） ３～５ （略） 

 



 

 

77 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例新旧対照表（第３条関係） 

（亀山市職員退職手当支給条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限） （懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限） 

第１７条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該

退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者（当該退職をした

者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を

受ける権利を承継した者）に対し、当該退職をした者が占めていた職

の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者

が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後に

おける当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障

の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、

当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を

行うことができる。 

第１７条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該

退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者（当該退職をした

者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を

受ける権利を承継した者）に対し、当該退職をした者が占めていた職

の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者

が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後に

おける当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障

の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、

当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を

行うことができる。 

（１）（略） （１）（略） 

（２）地方公務員法第２８条第４項の規定による失職        

              又はこれに準ずる退職をした者 

（２）地方公務員法第２８条第４項の規定による失職（同法第１６条第

１号に該当する場合を除く。）又はこれに準ずる退職をした者 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 
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成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例新旧対照表（第４条関係） 

（亀山市消防団条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（欠格事項） （欠格事項） 

第５条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができな

い。 

第５条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができな

い。 

 （１）成年被後見人又は被保佐人 

（１）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執

行を受けることがなくなるまでの者 

（２）禁錮
こ

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執

行を受けることがなくなるまでの者 

（２）第７条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２

年を経過しない者 

（３）第７条の規定により免職  の処分を受け、当該処分の日から２

年を経過しない者 

（３）６月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする

者 

（４）６月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする

者 

（分限等） （分限等） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その身分

を失う。 

２ 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その身分

を失う。 

（１）前条第２号を除く各号のいずれかに該当するに至った場合 （１）前条第３号を除く各号のいずれかに該当するに至った場合 

（２）（略） （２）（略） 
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成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例新旧対照表（第５条関係） 

（亀山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（職員） （職員） 

第２３条 （略） 第２３条 （略） 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号に規定する家庭的保育者

をいう。以下同じ。）は、市長が行う研修（市長が指定する都道府県

知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した保育士又は保育士

と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者であって、次の

各号のいずれにも該当するものとする。 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号に規定する家庭的保育者

をいう。以下同じ。）は、市長が行う研修（市長が指定する都道府県

知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した保育士又は保育士

と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者であって、次の

各号のいずれにも該当するものとする。 

（１）（略） （１）（略） 

（２）法第１８条の５各号及び法第３４条の２０第１項第３号のいずれ

にも該当しない者 

（２）法第１８条の５各号及び法第３４条の２０第１項第４号のいずれ

にも該当しない者 

３ （略） ３ （略） 
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成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例新旧対照表（第６条関係） 

（亀山市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第１４条 期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条において

これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対して

支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職し         

                                

 、又は死亡した職員で管理者が定めるものについても、同様とする。 

第１４条 期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条において

これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対して

支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、若しくは地方公務

員法第１６条第１号に該当して同法第２８条第４項の規定により失職 

し、又は死亡した職員で管理者が定めるものについても、同様とする。 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第１５条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条において 

これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対して、 

その者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前１箇月以内に

退職し                                                         

                          、又は死亡した職員で管理者が定めるも

のについても、同様とする。 

第１５条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条において 

これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対して、 

その者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前１箇月以内に

退職し、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第２８

条第４項の規定により失職し、又は死亡した職員で管理者が定めるも

のについても、同様とする。 

（退職手当） （退職手当） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

２ 退職をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、 

当該退職をした者に対して、当該退職に係る退職手当の全部又は一部

を支給しないこととすることができる。 

２ 退職をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、 

当該退職をした者に対して、当該退職に係る退職手当の全部又は一部

を支給しないこととすることができる。 
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（１）（略） （１）（略） 

（２）地方公務員法第２８条第４項の規定による失職                

                            をした者 

（２）地方公務員法第２８条第４項の規定による失職（同法第１６条第

１号に該当する場合を除く。）をした者 

（３）（略） （３）（略） 

３～８ （略） ３～８ （略） 
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